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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　滅菌剤が入っているカートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置
であって、
　前記カートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管と、
　前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに
対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽
出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッ
ジに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管を移動する移動手段
と、
　を備え、
　前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管を移動して、当該抽出管を、
前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された
抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カート
リッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽
出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって
、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前
記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管の移動方向とは逆の方向
に前記抽出管を移動することを特徴とする滅菌装置。
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【請求項２】
　前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出結果に基づいて、前記抽出管に
より滅菌剤が抽出された後のカートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅
菌剤が入っているかを判定する判定手段を更に備え、
　前記移動手段は、前記判定手段により、前記カートリッジ内に、滅菌処理を行うために
必要な所定量の滅菌剤が入っていると判定されたことを条件に、同一の前記カートリッジ
で次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待
機する場合の位置に、前記抽出管を移動することを特徴とする請求項１に記載の滅菌装置
。
【請求項３】
　前記移動手段は、前記判定手段により、前記カートリッジ内に、滅菌処理を行うために
必要な所定量の滅菌剤が入っていないと判定されたことを条件に、前記カートリッジ内か
ら前記抽出管を抜き出すように、前記抽出管を移動することを特徴とする請求項２に記載
の滅菌装置。
【請求項４】
　前記カートリッジから抽出された滅菌剤を廃棄する廃棄手段を更に備え、
　前記移動手段は、前記廃棄手段により、前記カートリッジに入っている滅菌剤を廃棄す
るために、前記抽出管を用いて前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、
前記カートリッジ内から前記抽出管を抜き出すように、前記抽出管を移動することを特徴
とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の滅菌装置。
【請求項５】
　滅菌剤が入っているカートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置
であって、
　前記カートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管と、
　前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに
対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽
出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッ
ジに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記カートリッジを移動する移
動手段と、
　を備え、
　前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動して、当該カー
トリッジを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当
該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一
の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジから
の滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない
位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置され
るように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記カートリッジの移
動方向とは逆の方向に前記カートリッジを移動することを特徴とする滅菌装置。
【請求項６】
　前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出結果に基づいて、前記抽出管に
より滅菌剤が抽出された後のカートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅
菌剤が入っているかを判定する判定手段を更に備え、
　前記移動手段は、前記判定手段により、前記カートリッジ内に、滅菌処理を行うために
必要な所定量の滅菌剤が入っていると判定されたことを条件に、同一の前記カートリッジ
で次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待
機する場合の位置に、前記カートリッジを移動することを特徴とする請求項５に記載の滅
菌装置。
【請求項７】
　前記移動手段は、前記判定手段により、前記カートリッジ内に、滅菌処理を行うために
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必要な所定量の滅菌剤が入っていないと判定されたことを条件に、前記カートリッジ内か
ら前記抽出管を抜き出すように、前記カートリッジを移動することを特徴とする請求項６
に記載の滅菌装置。
【請求項８】
　前記カートリッジから抽出された滅菌剤を廃棄する廃棄手段を更に備え、
　前記移動手段は、前記廃棄手段により、前記カートリッジに入っている滅菌剤を廃棄す
るために、前記抽出管を用いて前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、
前記カートリッジ内から前記抽出管を抜き出すように、前記カートリッジを移動すること
を特徴とする請求項５乃至７の何れか１項に記載の滅菌装置。
【請求項９】
　滅菌剤が貯留されているタンクから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置で
あって、
　前記タンクから滅菌剤を抽出する抽出管と、
　前記抽出管により前記タンク内の滅菌剤を抽出する場合の、前記タンクに対する前記抽
出管の位置と、同一の前記タンクで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記タン
クからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置とが
それぞれ異なるように、前記抽出管、又は前記タンクを移動する移動手段と、
　を備え、
　前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管、又は前記タンクを移動して
、当該抽出管、又は前記タンクを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出
する位置に移動し、当該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出され
たことを条件に、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による
前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽
出管が抜き出されない位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、
前記抽出管が配置されるように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する
前記抽出管、又は前記タンクの移動方向とは逆の方向に前記抽出管、又は前記タンクを移
動することを特徴とする滅菌装置。
【請求項１０】
　前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出結果に基づいて、前記抽出管に
より滅菌剤が抽出された後のカートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅
菌剤が入っているかを判定する判定手段を更に備え、
　前記移動手段は、前記判定手段により、前記カートリッジ内に、滅菌処理を行うために
必要な所定量の滅菌剤が入っていると判定されたことを条件に、同一の前記カートリッジ
で次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待
機する場合の位置に、前記抽出管、又は前記タンクを移動することを特徴とする請求項９
に記載の滅菌装置。
【請求項１１】
　前記移動手段は、前記判定手段により、前記カートリッジ内に、滅菌処理を行うために
必要な所定量の滅菌剤が入っていないと判定されたことを条件に、前記カートリッジ内か
ら前記抽出管を抜き出すように、前記抽出管、又は前記タンクを移動することを特徴とす
る請求項１０に記載の滅菌装置。
【請求項１２】
　前記カートリッジから抽出された滅菌剤を廃棄する廃棄手段を更に備え、
　前記移動手段は、前記廃棄手段により、前記カートリッジに入っている滅菌剤を廃棄す
るために、前記抽出管を用いて前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、
前記カートリッジ内から前記抽出管を抜き出すように、前記抽出管、又は前記タンクを移
動することを特徴とする請求項９乃至１１の何れか１項に記載の滅菌装置。
【請求項１３】
　滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、前記抽出管によ
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り前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置における滅菌方
法であって、
　前記滅菌装置の移動手段が、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する
場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の
滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機して
いる場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前
記抽出管を移動する移動工程を備え、
　前記移動工程は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管を移動して、当該抽出管を、
前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された
抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カート
リッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽
出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって
、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前
記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管の移動方向とは逆の方向
に前記抽出管を移動することを特徴とする滅菌方法。
【請求項１４】
　滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、前記抽出管によ
り前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置における滅菌方
法であって、
　前記滅菌装置の移動手段が、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する
場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の
滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機して
いる場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前
記カートリッジを移動する移動工程を備え、
　前記移動工程は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動して、当該カー
トリッジを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当
該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一
の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジから
の滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない
位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置され
るように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記カートリッジの移
動方向とは逆の方向に前記カートリッジを移動することを特徴とする滅菌方法。
【請求項１５】
　滅菌剤が貯留されているタンクから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、前記抽出管により
前記タンクから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置における滅菌方法であっ
て、
　前記滅菌装置の移動手段が、前記抽出管により前記タンク内の滅菌剤を抽出する場合の
、前記タンクに対する前記抽出管の位置と、同一の前記タンクで次の滅菌処理を行うべく
、前記抽出管による前記タンクからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記タンクに
対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管、又は前記タンクを移動
する移動工程を備え、
　前記移動工程は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管、又は前記タンクを移動して
、当該抽出管、又は前記タンクを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出
する位置に移動し、当該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出され
たことを条件に、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による
前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽
出管が抜き出されない位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、
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前記抽出管が配置されるように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する
前記抽出管、又は前記タンクの移動方向とは逆の方向に前記抽出管、又は前記タンクを移
動することを特徴とする滅菌方法。
【請求項１６】
　滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、前記抽出管によ
り前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置で読み取り実行
可能なプログラムであって、
　前記滅菌装置を、
　前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに
対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽
出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッ
ジに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管を移動する移動手段
として機能させ、
　前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管を移動して、当該抽出管を、
前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された
抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カート
リッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽
出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって
、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前
記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管の移動方向とは逆の方向
に前記抽出管を移動することを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、前記抽出管によ
り前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置で読み取り実行
可能なプログラムであって、
　前記滅菌装置を、
　前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに
対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽
出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッ
ジに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記カートリッジを移動する移
動手段として機能させ、
　前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動して、当該カー
トリッジを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当
該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一
の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジから
の滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない
位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置され
るように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記カートリッジの移
動方向とは逆の方向に前記カートリッジを移動することを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　滅菌剤が貯留されているタンクから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、前記抽出管により
前記タンクから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置で読み取り実行可能なプ
ログラムであって、
　前記滅菌装置を、
　前記抽出管により前記タンク内の滅菌剤を抽出する場合の、前記タンクに対する前記抽
出管の位置と、同一の前記タンクで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記タン
クからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置とが
それぞれ異なるように、前記抽出管、又は前記タンクを移動する移動手段として機能させ
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、
　前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管、又は前記タンクを移動して
、当該抽出管、又は前記タンクを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出
する位置に移動し、当該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出され
たことを条件に、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による
前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽
出管が抜き出されない位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、
前記抽出管が配置されるように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する
前記抽出管、又は前記タンクの移動方向とは逆の方向に前記抽出管、又は前記タンクを移
動することを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、滅菌装置、滅菌方法、プログラムに関する。特に、カートリッジ、又はタン
ク内の滅菌剤の分解を遅らせる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　注射器や手術道具などの医療器具は、使用後に滅菌しなければ病原菌が付着しているこ
とがあり、人体に影響を及ぼすおそれがあるため再使用することができない。そのため、
医療器具等の滅菌が必要な対象物を滅菌処理する滅菌装置がある。
【０００３】
　この滅菌装置の１つに、滅菌剤として過酸化水素を用いて対象物を滅菌する滅菌装置と
滅菌方法とが提案されている（たとえば特許文献１）。
【特許文献１】特表平０８－５０５７８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、滅菌処理を複数回行える量の滅菌剤（例えば、過酸化水素水溶液を含む
滅菌剤）が１つのボトルに入ったカートリッジから、当該滅菌剤を抽出する抽出管を用い
て、１回の滅菌処理を行う量の滅菌剤を吸い取り、被滅菌対象物に対して滅菌処理を行う
滅菌装置において使用される当該カートリッジに入っている滅菌剤は、時間が経過すると
共に徐々に分解されてしまう。
【０００５】
　そのため、製造されてから所定時間経過したカートリッジ内の滅菌剤を用いて滅菌処理
を行った場合、十分な滅菌効果を得られないおそれがある。
【０００６】
　さらに、滅菌処理を行うために抽出管を挿入してカートリッジを開けると、大気中の物
質（塵など）がカートリッジ内に入ってきてしまい、カートリッジ内の滅菌剤の分解はさ
らに促進されてしまう場合がある。
【０００７】
　さらに、滅菌剤による腐食等を防ぐためステンレスなどの金属により構成されている抽
出管を、滅菌処理を行うためにカートリッジに挿入すると、当該挿入された抽出管に含ま
れる成分と滅菌剤との相互作用等により、滅菌剤の分解がさらに促進されてしまう場合が
ある。
【０００８】
　また、この課題を解決するために、抽出管が挿入された、まだ滅菌剤が入っているカー
トリッジから、当該抽出管を抜き出すことが考えられるが、カートリッジから抽出管を抜
き出すと抽出管をカートリッジに挿入していた部分に穴が開いてしまう。
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【０００９】
　そのため、そのカートリッジに開いた穴から、大気中の物質（塵など）がカートリッジ
内に入ってきてしまい、カートリッジ内の滅菌剤の分解が促進してしまう場合がある。
【００１０】
　また、カートリッジに開いた穴から、カートリッジ内の滅菌剤のうち一部が気化した滅
菌剤が、滅菌装置内に流出してしまうおそれもあり、滅菌装置内に当該気化した滅菌剤が
流出した場合には、例えば、気化した滅菌剤と滅菌装置内の各部品の金属とが反応して、
当該各部品の劣化を促進してしまうおそれがある。
【００１１】
　このように、滅菌剤を抽出するために、滅菌剤が入っているカートリッジに抽出管を挿
入し、当該抽出管と当該カートリッジ内の滅菌剤とが接触している間は、カートリッジ内
の滅菌剤の分解が促進されてしまう。
【００１２】
　そのため、カートリッジに抽出管を挿入し、当該抽出管と滅菌剤とが接触している期間
が長ければ長いほど、当該カートリッジ内の滅菌剤を用いて、十分な滅菌効果を得ること
が出来る滅菌処理を行うことができる期間は、短くなってしまう。
【００１３】
　そこで、１つのボトルに複数回分の滅菌が行える量の滅菌剤が充填されたカートリッジ
に、抽出管を挿入して、１回分の量の滅菌剤を当該カートリッジから抽出し、当該抽出さ
れた滅菌剤を用いて滅菌処理を行う仕組みにおいて、当該抽出管が挿入されるカートリッ
ジ内の滅菌剤の分解を遅らせ、十分な滅菌効果を得ることが出来る滅菌処理を行うことが
できる期間が短くなり難くする仕組みが必要である。
【００１４】
　また、同様に、カートリッジではなく、カートリッジから滅菌剤が吸い出され貯留され
たタンクに、抽出管を挿入して、１回分の量の滅菌剤を当該タンクから抽出し、当該抽出
された滅菌剤を用いて滅菌処理を行う仕組みにおいても、カートリッジの場合と同様の理
由から、当該抽出管が挿入されるタンク内の滅菌剤の分解を遅らせ、十分な滅菌効果を得
ることが出来る滅菌処理を行うことができる期間が短くなり難くする仕組みが必要である
。
【００１５】
　本発明の目的は、抽出管が挿入されるカートリッジ、又はタンク内の滅菌剤の分解を遅
らせる仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、滅菌剤が入っているカートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌す
る滅菌装置であって、前記カートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管と、前記抽出管によ
り前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管
の位置と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カ
ートリッジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッジに対する前記抽
出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管を移動する移動手段と、を備え、前記
移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出
管が前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管を移動して、当該抽出管を、前記カ
ートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された抽出管
により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カートリッジ
で次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待
機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって、前記
カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前記カー
トリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管の移動方向とは逆の方向に前記
抽出管を移動することを特徴とする。
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【００１７】
　また、本発明は、滅菌剤が入っているカートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を
滅菌する滅菌装置であって、前記カートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管と、前記抽出
管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに対する前記
抽出管の位置と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による
前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッジに対する
前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記カートリッジを移動する移動手段と、
を備え、前記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合
に、当該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動して、当
該カートリッジを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動
し、当該挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に
、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッ
ジからの滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出さ
れない位置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配
置されるように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記カートリッ
ジの移動方向とは逆の方向に前記カートリッジを移動することを特徴とする。
 
【００１８】
　また、本発明は、滅菌剤が貯留されているタンクから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅
菌する滅菌装置であって、前記タンクから滅菌剤を抽出する抽出管と、前記抽出管により
前記タンク内の滅菌剤を抽出する場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置と、同一
の前記タンクで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記タンクからの滅菌剤の抽
出を待機している場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるよう
に、前記抽出管、又は前記タンクを移動する移動手段と、を備え、前記移動手段は、前記
抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出管が前記カートリ
ッジに挿入されるように前記抽出管、又は前記タンクを移動して、当該抽出管、又は前記
タンクを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該
挿入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の
前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの
滅菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位
置であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置される
ように、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管、又は前記タ
ンクの移動方向とは逆の方向に前記抽出管、又は前記タンクを移動することを特徴とする
。
 
【００１９】
　また、本発明は、滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え
、前記抽出管により前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装
置における滅菌方法であって、前記滅菌装置の移動手段が、前記抽出管により前記カート
リッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と、同
一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジか
らの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と
がそれぞれ異なるように、前記抽出管を移動する移動工程を備え、前記移動工程は、前記
抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出管が前記カートリ
ッジに挿入されるように前記抽出管を移動して、当該抽出管を、前記カートリッジ内の滅
菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された抽出管により前記カート
リッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を
行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する場合には、
前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって、前記カートリッジ内の
滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前記カートリッジ内の滅菌
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剤を抽出するために移動する前記抽出管の移動方向とは逆の方向に前記抽出管を移動する
ことを特徴とする。
 
【００２０】
　また、本発明は、滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え
、前記抽出管により前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装
置における滅菌方法であって、前記滅菌装置の移動手段が、前記抽出管により前記カート
リッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と、同
一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジか
らの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と
がそれぞれ異なるように、前記カートリッジを移動する移動工程を備え、前記移動工程は
、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出管が前記カ
ートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動して、当該カートリッジを、前記
カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された抽出
管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カートリッ
ジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を
待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって、前
記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前記カ
ートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記カートリッジの移動方向とは逆の方
向に前記カートリッジを移動することを特徴とする。
 
【００２１】
　また、本発明は、滅菌剤が貯留されているタンクから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、
前記抽出管により前記タンクから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置におけ
る滅菌方法であって、前記滅菌装置の移動手段が、前記抽出管により前記タンク内の滅菌
剤を抽出する場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置と、同一の前記タンクで次の
滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記タンクからの滅菌剤の抽出を待機している場
合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管、又
は前記タンクを移動する移動工程を備え、前記移動工程は、前記抽出管により前記カート
リッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出管が前記カートリッジに挿入されるように
前記抽出管、又は前記タンクを移動して、当該抽出管、又は前記タンクを、前記カートリ
ッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された抽出管により
前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カートリッジで次の
滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する
場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって、前記カート
リッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前記カートリッ
ジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管、又は前記タンクの移動方向とは逆の
方向に前記抽出管、又は前記タンクを移動することを特徴とする。
 
【００２２】
　また、本発明は、滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え
、前記抽出管により前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装
置で読み取り実行可能なプログラムであって、前記滅菌装置を、前記抽出管により前記カ
ートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と
、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッ
ジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位
置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管を移動する移動手段として機能させ、前記移動
手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出管が
前記カートリッジに挿入されるように前記抽出管を移動して、当該抽出管を、前記カート
リッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された抽出管によ
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り前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カートリッジで次
の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出を待機す
る場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって、前記カー
トリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前記カートリ
ッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管の移動方向とは逆の方向に前記抽出
管を移動することを特徴とする。
 
【００２３】
　また、本発明は、滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管を備え
、前記抽出管により前記カートリッジから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装
置で読み取り実行可能なプログラムであって、前記滅菌装置を、前記抽出管により前記カ
ートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位置と
、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッ
ジからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、前記カートリッジに対する前記抽出管の位
置とがそれぞれ異なるように、前記カートリッジを移動する移動手段として機能させ、前
記移動手段は、前記抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽
出管が前記カートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動して、当該カートリ
ッジを、前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿
入された抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前
記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅
菌剤の抽出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置
であって、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるよ
うに、前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記カートリッジの移動方
向とは逆の方向に前記カートリッジを移動することを特徴とする。
 
【００２４】
　また、本発明は、滅菌剤が貯留されているタンクから滅菌剤を抽出する抽出管を備え、
前記抽出管により前記タンクから前記滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置で読み
取り実行可能なプログラムであって、前記滅菌装置を、前記抽出管により前記タンク内の
滅菌剤を抽出する場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置と、同一の前記タンクで
次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記タンクからの滅菌剤の抽出を待機してい
る場合の、前記タンクに対する前記抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、前記抽出管
、又は前記タンクを移動する移動手段として機能させ、前記移動手段は、前記抽出管によ
り前記カートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出管が前記カートリッジに挿入
されるように前記抽出管、又は前記タンクを移動して、当該抽出管、又は前記タンクを、
前記カートリッジ内の滅菌剤を前記抽出管により抽出する位置に移動し、当該挿入された
抽出管により前記カートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、同一の前記カート
リッジで次の滅菌処理を行うべく、前記抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽
出を待機する場合には、前記カートリッジから前記抽出管が抜き出されない位置であって
、前記カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、前記抽出管が配置されるように、前
記カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する前記抽出管、又は前記タンクの移動
方向とは逆の方向に前記抽出管、又は前記タンクを移動することを特徴とする。
 
 
 
 
 
 
 
 



(11) JP 5696740 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００２５】
　本願発明により、抽出管が挿入されるカートリッジ、又はタンク内の滅菌剤の分解を遅
らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る滅菌装置の外観を正面から見た図である。
【図２】本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【図３】滅菌装置１００の表示部１０２に表示される画面の一例を示す図である。
【図４】本発明に係る滅菌装置による滅菌処理の各工程の一例を示す図である。
【図５】図４のＳ１１１に示す滅菌処理の詳細処理の一例を示す図である。
【図６】図５のＳ５０１に示す滅菌前工程の詳細処理の一例を示す図である。
【図７】図５のＳ５０２に示す滅菌工程の詳細処理の一例を示す図である。
【図８】図５のＳ５０３に示す換気工程の詳細処理の一例を示す図である。
【図９】図４のＳ１１４に示す滅菌排出処理の詳細処理の一例を示す図である。
【図１０】本発明に係る滅菌装置１００の濃縮炉２０８、弁（Ｖ１）２１１、弁（Ｖ３）
２１２、弁（Ｖ４）２１３、計量管２１４、弁（Ｖ２）２１５、気化炉２１６、弁（Ｖ５
）２１７、弁（Ｖ９）２２７のハードウエア構成に係るブロック構成図の一例を示す図で
ある。
【図１１】滅菌装置１００の表示部１０２に表示されるカートリッジ取付要求画面１１０
１の一例を示す図である。
【図１２】本発明に係る、滅菌装置に用いられる滅菌剤のカートリッジ２０５を横側から
見た図である。
【図１３】カートリッジ内の滅菌剤を吸引するために、カートリッジの底まで抽出針２０
３－Ａの先が挿入された際のカートリッジの断面１の断面図である。
【図１４】本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【図１５】カートリッジ内の、抽出針２０３－Ａの先端が滅菌剤に漬からない位置にくる
ように移動された抽出針２０３－Ａにより、カートリッジの開封部が密栓されたカートリ
ッジの断面１の断面図の一例を示す図である。
【図１６】本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【図１７】本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図面を用いて、本発明の滅菌装置、及び滅菌方法、プログラムについて、説明する。
【００２８】
［第１の実施の形態］
【００２９】
　以下、図面を用いて、本発明に係る滅菌装置における第１の実施の形態について説明す
る。
【００３０】
＜図１の説明＞
【００３１】
　まず、図１を用いて、本発明に係る滅菌装置の外観について説明する。
【００３２】
　図１は、本発明に係る滅菌装置の外観を正面から見た図である。
【００３３】
　１００は、本発明に係る滅菌装置であり、１０１は、カートリッジ取付用扉であり、１
０２は、表示部であり、１０３は、印刷部１０３であり、１０４は、滅菌室の扉である。
【００３４】
　カートリッジ取付用扉１０１は、滅菌剤（例えば、過酸化水素を含む薬液）が充填され
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た容器であるカートリッジを取り付けるための扉である。カートリッジ取付用扉１０１を
開くと、カートリッジの取り付け場所があり、ユーザは、そこにカートリッジを取り付け
ることができるようになる。
【００３５】
　表示部１０２は、液晶ディスプレイなどのタッチパネルの表示画面である。
【００３６】
　印刷部１０３は、滅菌処理の履歴や滅菌結果を印刷用紙に印刷するプリンタであり、適
宜、滅菌処理の履歴や滅菌結果を印刷用紙に印刷する。
【００３７】
　滅菌室の扉１０４は、例えば医療用器具などの被滅菌対象物（被滅菌物）を滅菌するた
めに、該被滅菌物を滅菌室に入れるための扉である。滅菌室の扉１０４を開くと、滅菌室
があり、そこに該被滅菌物を入れて、滅菌室の扉１０４を閉じることで、滅菌室内に被滅
菌対象物を入れることができる。
【００３８】
　滅菌室は、所定の容量の筐体である。滅菌室内の気圧（圧力）は大気圧から真空圧まで
の圧力を維持することが可能である。また、滅菌室内の温度は、滅菌処理中において、所
定の範囲の温度に維持されている。
【００３９】
＜図２の説明＞
【００４０】
　次に、図２を用いて、本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例について説明
する。
【００４１】
　図２は、本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【００４２】
　本発明に係る滅菌装置１００は、演算処理部（ＭＰＵ等）２０１と、表示部１０２と、
印刷部１０３と、ロック動作制御部２０２と、抽出針２０３－Ａと、抽出針動作制御部２
０３と、カートリッジ取付用扉１０１と、液センサ２０４と、カートリッジ２０５と、Ｒ
Ｆ－ＩＤリーダ／ライタ２０６と、液送ロータリーポンプ２０７と、濃縮炉２０８と、気
送加圧ポンプ２０９と、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と、弁（Ｖ１）２１１と、弁（Ｖ
３）２１２と、弁（Ｖ４）２１３と、計量管２１４と、弁（Ｖ２）２１５と、気化炉２１
６と、弁（Ｖ５）２１７と、弁（Ｖ９）２２７と、弁（Ｖ７）２２６と、滅菌室（真空チ
ャンバーとも言う）２１９と、気送真空ポンプ２２０と、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１
と、滅菌剤分解装置２２２と、液送ロータリーポンプ２２３と、排気蒸発炉２２４とから
構成されている。
【００４３】
　滅菌装置１００は、滅菌剤が入っているカートリッジ２０５の中から、滅菌剤を取り出
して対象物を滅菌する装置である。
【００４４】
　演算処理部（ＭＰＵ等）２０１は、演算処理を行い、滅菌装置１００を構成する各ハー
ドウエアを後述の通り制御する。
【００４５】
　演算処理部（ＭＰＵ等）２０１は、本発明の制御部の適用例である。
【００４６】
　表示部１０２、印刷部１０３、カートリッジ取付用扉１０１は、既に図１を用いて説明
しているため、ここでは説明を省略する。
【００４７】
　ロック動作制御部２０２は、カートリッジ取付用扉１０１の施錠、開錠の動作を行う部
であり、カートリッジ取付用扉１０１を施錠することにより、カートリッジ取付用扉１０
１を開かないようにし、また、カートリッジ取付用扉１０１を開錠することにより、カー
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トリッジ取付用扉１０１を開けることができるようにする。
【００４８】
　カートリッジ２０５は、滅菌剤（過酸化水素、又は過酸化水素溶液の液体）が充填され
、密閉された容器である。また、カートリッジ２０５の下側にはＲＦ－ＩＤの記憶媒体を
備えており、その記憶媒体には、該カートリッジを識別する情報としてのシリアル番号と
、該カートリッジの製造年月日、該カートリッジが初めて滅菌装置で使用された日時（初
回使用日時）、該カートリッジ内に充填されている滅菌剤の残量が記憶されている。
【００４９】
　このＲＦ－ＩＤは、カートリッジ２０５の中の滅菌剤の廃棄に係るデータ（シリアル番
号、製造年月、初回使用日時、滅菌剤の残量の全て、またはいずれかのデータ）を記憶し
た記憶媒体である。
【００５０】
　抽出針動作制御部２０３は、カートリッジ内の滅菌剤を吸引するための抽出針２０３－
Ａ（注射針）をカートリッジの上部から刺すために、抽出針２０３－Ａを移動するように
動作（駆動）する部である。
【００５１】
　この抽出針動作制御部２０３は、本発明の移動手段の適用例である。
【００５２】
　すなわち、抽出針動作制御部２０３（移動手段）は、抽出管によりカートリッジ内の滅
菌剤を抽出する場合の、カートリッジに対する前記抽出管の位置と、同一の前記カートリ
ッジで次の滅菌処理を行うべく、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の抽出を待機し
ている場合の、カートリッジに対する抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、抽出管を
移動する。
【００５３】
　すなわち、カートリッジ内の滅菌剤を吸引するための抽出針２０３－Ａ（注射針）をカ
ートリッジの上部から刺す場合は、抽出針２０３－Ａ（注射針）をカートリッジに向けて
、該カートリッジの上部から降ろすように動作することで、抽出針２０３－Ａ（注射針）
をカートリッジの上部から刺すことができる。また、抽出針２０３－Ａ（注射針）をカー
トリッジから抜く場合は、該カートリッジの上部に抽出針２０３－Ａ（注射針）を上げる
ように動作することで、抽出針２０３－Ａ（注射針）をカートリッジから抜くことができ
る。
【００５４】
　抽出針２０３－Ａは、カートリッジ内の滅菌剤を吸引して取り出すためのストロー（細
い筒）であって、カートリッジから滅菌剤を抽出する本発明の抽出管の適用例である。
【００５５】
　この抽出針２０３－Ａは、例えば過酸化水素を含む薬液である滅菌剤による腐食等を防
ぐため、ステンレスなどの金属により構成されている。
【００５６】
　液センサ２０４は、カートリッジ２０５内の液体の滅菌剤が、抽出針２０３－Ａ（注射
針）から液送ロータリーポンプ２０７、液送ロータリーポンプ２２３に導通（連結）して
いる管（導管）を通っているかを検出する装置である。具体的には、該管に赤外線を照射
して得られるスペクトルから滅菌剤が該管を通っているかを検出することができる。
【００５７】
　ＲＦ－ＩＤリーダ／ライタ２０６は、カートリッジ２０５の下側に備え付けられている
ＲＦ－ＩＤから、シリアル番号、製造年月、初回使用日時、滅菌剤の残量を読み取ること
ができる装置である。また、ＲＦ－ＩＤリーダ／ライタ２０６から、カートリッジ２０５
の下側に備え付けられているＲＦ－ＩＤに、初回使用日時、滅菌剤の残量を書き込むこと
ができる装置である。また、ＲＦ－ＩＤリーダ／ライタ２０６は、カートリッジ取付用扉
１０１の裏にあるカートリッジの取り付け場所の下部に設置されており、カートリッジ２
０５の下側に備え付けられているＲＦ－ＩＤを読み取ること、及び初回使用日時、滅菌剤
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の残量等のデータをＲＦ－ＩＤに書き込むことが可能である。
【００５８】
　液送ロータリーポンプ２０７は、濃縮炉２０８と導管により導通して（繋がって）おり
、また、液センサ２０４と導管により導通している。液送ロータリーポンプ２０７は、カ
ートリッジ２０５内の液体の滅菌剤をポンプにより吸引して、導管を通して滅菌剤を濃縮
炉２０８に送る装置である。また、液送ロータリーポンプ２０７は、液センサ２０４と連
携して、カートリッジ２０５から、滅菌剤の所定量を吸引することができる。
【００５９】
　濃縮炉２０８は、液送ロータリーポンプ２０７と、気送加圧ポンプ２０９と、計量管２
１４と、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１と、それぞれ導管により導通している。濃縮炉２
０８は、後述する図１０でも説明するが、液送ロータリーポンプ２０７から導管を通じて
送り込まれた滅菌剤を、ヒータを用いて加熱し、滅菌剤に含まれる水分などを蒸発（気化
）させ滅菌剤を濃縮する。また、気化した水は、気送加圧ポンプ２０９から導管を通して
送り込まれる空気により、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に導通している導管に押し出さ
れ、濃縮炉２０８内から排気される。また、計量管２１４と濃縮炉２０８との間の導管の
間には弁（１）２１１が設けられている。
【００６０】
　気送加圧ポンプ２０９は、それぞれ、濃縮炉２０８と、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０
と、導管により導通している。気送加圧ポンプ２０９は、滅菌装置１００の外気（空気）
を、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０を介して、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０との導管に
より導通して濃縮炉２０８に送る装置である。
【００６１】
　吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０は、それぞれ、気送加圧ポンプ２０９と、滅菌室２１９
と、気化炉２１６と、導管により導通している。吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０は、滅菌
装置１００の外の外気（空気）中のちりやほこり、雑菌などを、ＨＥＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｅ
ｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ａｉｒ　Ｆｉｌｔｅｒ）フィルタでフィ
ルタリングして空気を清浄する。そして、その清浄された空気は、気送加圧ポンプ２０９
により導管を通して濃縮炉２０８に送られる。また、清浄された空気は、気化炉２１６と
の導管により導通して気化炉２１６に送り込まれたり、滅菌室２１９との導管により導通
して滅菌室２１９に送り込まれる。すなわち、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０は、滅菌装
置１００の外の外気（空気）と導通している。そのため、気送加圧ポンプ２０９と吸気用
ＨＥＰＡフィルタ２１０との間の導管と、滅菌室２１９と吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０
との間の導管と、気化炉２１６と吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０との間の導管は、吸気用
ＨＥＰＡフィルタ２１０を介して、外気（空気）と導通している。
【００６２】
　また、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と気化炉２１６との間の導管には、弁（Ｖ９）２
２７が設けられている。また、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と滅菌室２１９との間の導
管には、弁（Ｖ７）２２６が設けられている。
【００６３】
　弁（Ｖ１）２１１は、濃縮炉２０８と計量管２１４との間の導管に設けられた弁であっ
て、弁を開けることで濃縮炉２０８と計量管２１４との間の導管による導通を可能にし、
弁を閉めることで濃縮炉２０８と計量管２１４との間の導管による導通を不可能にする弁
である。
【００６４】
　弁（Ｖ３）２１２は、計量管２１４と滅菌室２１９との間の導管に設けられた弁であっ
て、弁を開けることで計量管２１４と滅菌室２１９との間の導管による導通を可能にし、
弁を閉めることで計量管２１４と滅菌室２１９との間の導管による導通を不可能にする弁
である。また、この弁は、計量管２１４の近くに設けられており、少なくとも後述する弁
（Ｖ４）よりも計量管２１４側の位置に設けられている。
【００６５】
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　弁（Ｖ４）２１３は、計量管２１４と滅菌室２１９との間の導管に設けられた弁であっ
て、弁を開けることで計量管２１４と滅菌室２１９との間の導管による導通を可能にし、
弁を閉めることで計量管２１４と滅菌室２１９との間の導管による導通を不可能にする弁
である。また、この弁は、滅菌室２１９の近くに設けられており、少なくとも後述する弁
（Ｖ３）よりも滅菌室２１９側の位置に設けられている。
【００６６】
　本実施例では、弁（Ｖ４）２１２、弁（Ｖ３）２１３の開け閉めにより、計量管と滅菌
室との間の導管の導通を可能にするか、不可能にするかを行っているが、弁（Ｖ４）２１
３、弁（Ｖ３）２１３のどちらか一方の弁の開け閉めにより、計量管と滅菌室との間の導
管の導通を可能にするか、不可能にするかを行うようにしてもよい。
【００６７】
　すなわち、弁（Ｖ４）２１３、弁（Ｖ３）２１３のどちらか一方の弁のみを設け、その
どちらか一方の弁の開け閉めを行うことにより、計量管と滅菌室との間の導管の導通を可
能にするか、不可能にするかを行うようにすることもできる。
【００６８】
　計量管２１４は、濃縮炉２０８と、気化炉２１６と、滅菌室２１９のそれぞれとの間の
導管により導通している。
【００６９】
計量管２１４は、弁（Ｖ１）２１１を開くことにより、濃縮炉２０８から滅菌剤が流入し
、弁（Ｖ３）２１２、及び弁（Ｖ４）２１３を開くことにより、カートリッジ２０５内か
ら吸入した不要な空気、及び／又は、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０から濃縮炉２０８内
に流入して濃縮炉２０８内から計量管２１４内に流入した不要な空気を、計量管２１４に
より取り除く装置である。計量管２１４の詳細については、図１０を用いて、後で説明す
る。
【００７０】
　弁（Ｖ２）２１５は、計量管２１４と、気化炉２１６との間の導管に設けられた弁であ
って、弁を開けることで計量管２１４と気化炉２１６との間の導管による導通を可能にし
、弁を閉めることで計量管２１４と気化炉２１６との間の導管による導通を不可能にする
弁である。
【００７１】
　気化炉２１６は、計量管２１４と、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と、滅菌室２１９と
のそれぞれとの間の導管により導通している。気化炉２１６は、本発明の気化室の適用例
である。
【００７２】
気化炉２１６は、気送真空ポンプ２２０により減圧されることで、滅菌剤を気化させる装
置である。
【００７３】
　弁（Ｖ５）２１７は、気化炉２１６と、滅菌室２１９との間の導管に設けられた弁であ
って、弁を開けることで気化炉２１６と滅菌室２１９との間の導管による導通を可能にし
、弁を閉めることで気化炉２１６と滅菌室２１９との間の導管による導通を不可能にする
弁である。
【００７４】
　弁（Ｖ９）２２７は、気化炉２１６と吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０との間の導管に設
けられた弁であって、弁を開けることで気化炉２１６と吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と
の間の導管による導通を可能にし、弁を閉めることで気化炉２１６と吸気用ＨＥＰＡフィ
ルタ２１０との間の導管による導通を不可能にする弁である。すなわち、弁（Ｖ９）２２
７は、気化炉２１６と外気（大気）との導通を開閉できる弁である。
【００７５】
　弁（Ｖ７）２２６は、滅菌室２１９と吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０との間の導管に設
けられた弁であって、弁を開けることで滅菌室２１９と吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と
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の間の導管による導通を可能にし、弁を閉めることで滅菌室２１９と吸気用ＨＥＰＡフィ
ルタ２１０との間の導管による導通を不可能にする弁である。すなわち、弁（Ｖ７）２２
６は、滅菌室２１９と外気（大気）との導通を開閉できる弁である。
【００７６】
　滅菌室（真空チャンバーとも言う）２１９は、図１でも説明したが、例えば医療用器具
などの被滅菌対象物を滅菌する所定の容量の筐体である。滅菌室内の圧力は大気圧から真
空圧までの圧力を維持することが可能である。また、滅菌室内の温度は、滅菌処理中にお
いて、所定の範囲の温度に維持されている。また、滅菌室２１９内には、圧力センサーが
備えられており、圧力センサーにより滅菌室２１９内の圧力（気圧）を測定することがで
きる。滅菌装置１００は、この圧力センサーにより測定された滅菌室２１９内の気圧を用
いて、滅菌室２１９内等の圧力（気圧）が所定の気圧になっているかを判定する。
【００７７】
　気送真空ポンプ２２０は、滅菌室２１９内、気化炉２１６内、計量管２１４内、計量管
２１４と気化炉２１６との間の導管内、気化炉２１６と滅菌室２１９との間の導管内、計
量管２１４と滅菌室２１９との間の導管内の空間の気体を吸引して、それぞれの空間内を
減圧し真空状態（大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態）にする装置であ
る。
【００７８】
　気送真空ポンプ２２０は、滅菌室２１９との間で導管により導通されており、排気用Ｈ
ＥＰＡフィルタ２２１との間で導管により導通されている。
【００７９】
　排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、気送真空ポンプ２２０との間で導管により導通され
ている。また、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、排気蒸発炉２２４との間で導管により
導通されている。また、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、滅菌剤分解装置２２２との間
で導管により導通されている。また、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、濃縮炉２０８と
の間で導管により導通されている。
【００８０】
　排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、気送真空ポンプ２２０により、滅菌室２１９内等か
ら吸引された気体を、気送真空ポンプ２２０との間の導管から送られてきた気体内のちり
やほこり、雑菌などを、ＨＥＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｐａｒｔｉｃｕｌ
ａｔｅ　Ａｉｒ　Ｆｉｌｔｅｒ）フィルタでフィルタリングして、吸引された気体を清浄
する。そして、清浄された気体は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２
１との間の導管を通り、滅菌剤分解装置２２２に送られ、滅菌剤分解装置２２２により該
気体に含まれる滅菌剤の分子を分解し、分解後の分子を滅菌装置１００の外に放出する。
【００８１】
　また、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、濃縮炉２０８と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２
１との間の導管により濃縮炉２０８から排気される気体を清浄する。この気体は、濃縮炉
２０８で、滅菌剤が加熱されて、気化された水であるが、微量の滅菌剤を含むため、滅菌
剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管を通り、滅菌剤分解装置
２２２に送られる。そして、滅菌剤分解装置２２２により該気体に含まれる滅菌剤の分子
を分解し、分解後の分子を滅菌装置１００の外に放出する。
【００８２】
　滅菌剤分解装置２２２は、滅菌装置１００に取り付けられたカートリッジに入っている
滅菌剤を廃棄する本発明の廃棄部の適用例である。
【００８３】
　また、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、排気蒸発炉２２４から、排気蒸発炉２２４と
排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管を通り送られてくる気化された滅菌剤を清浄
する。そして、その洗浄された滅菌剤（気体）は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰ
Ａフィルタ２２１との間の導管を通り、滅菌剤分解装置２２２に送られ、滅菌剤分解装置
２２２により該気体に含まれる滅菌剤の分子を分解し、分解後の分子を滅菌装置１００の
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外に放出する。
【００８４】
　排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、導管を通り送られてくる気体を清浄することで、滅
菌剤分解装置２２２にほこりやごみが溜まりにくくし、滅菌剤分解装置２２２の製品寿命
を延ばすことができる。
【００８５】
　滅菌剤分解装置２２２は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管により導通され
ている。滅菌剤分解装置２２２は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２
１との間の導管から送られてくる気体に含まれる滅菌剤の分子を分解して、分解して生成
される分子を滅菌装置１００の外に放出する。
【００８６】
　滅菌剤分解装置２２２は、滅菌剤を分解する装置であって、例えば、滅菌剤が過酸化水
素、又は過酸化水素溶液である場合、気化された過酸化水素を、二酸化マンガンを触媒と
して用いて、水と酸素に分解することができる装置である。
【００８７】
　液送ロータリーポンプ２２３は、排気蒸発炉２２４と導管により導通しており、また、
液センサ２０４と導管により導通している。
【００８８】
　液送ロータリーポンプ２２３は、カートリッジ２０５内の全ての液体の滅菌剤をポンプ
により吸引して、液センサ２０４と液送ロータリーポンプ２２３との間の導管を通して送
られるその全ての滅菌剤を、液送ロータリーポンプ２２３と排気蒸発炉２２４との間の導
管を通して、排気蒸発炉２２４に送る装置である。
【００８９】
　排気蒸発炉２２４は、液送ロータリーポンプ２２３と導管により導通しており、また、
排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１と導管により導通している。
【００９０】
排気蒸発炉２２４は、液送ロータリーポンプ２２３と排気蒸発炉２２４との間の導管を通
して送られる、カートリッジ２０５内の全ての液体の滅菌剤を、排気蒸発炉２２４に備え
付けられたヒータにより加熱し、その滅菌剤の全てを気化させる。そして、気化された滅
菌剤は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１と排気蒸発炉２２４との間の導管を通して、排気
用ＨＥＰＡフィルタ２２１に送られる。
【００９１】
＜図４の説明＞
【００９２】
　次に、図４を用いて、本発明に係る滅菌装置による滅菌処理の各工程の一例について説
明する。
【００９３】
　図４に示す各工程（処理）は、滅菌装置１００の演算処理部２０１により滅菌装置内の
各装置の動作を制御することにより行われる。
【００９４】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１が読み取り実行可能なプログラムを実行
することにより、各装置の動作を制御して、図に示す各工程（処理）を実行する。
【００９５】
　図４は、本発明に係る滅菌装置による滅菌処理の各工程の一例を示す図である。
【００９６】
　滅菌装置１００は、電源が入れられると、まず、ＲＦ－ＩＤリーダ／ライタ２０６（読
取部／書込部）が、カートリッジ２０５の下側に設けられたＲＦ－ＩＤ（記憶媒体）から
、データを読み取る（ステップＳ１０１）。
【００９７】
　ＲＦ－ＩＤリーダ／ライタ２０６は、滅菌装置にカートリッジが取り付けられたことを
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検出する本発明の検出部の適用例である。
【００９８】
　ステップＳ１０１で、ＲＦ－ＩＤ（記憶媒体）から読み取られるデータとしては、該カ
ートリッジを識別する情報としてのシリアル番号と、該カートリッジの製造年月日と、該
カートリッジが滅菌装置で初めて使用された日時（初回使用日時）と、該カートリッジ内
に充填されている滅菌剤の残量とがある。すなわち、カートリッジ２０５に設けられたＲ
Ｆ－ＩＤ（記憶媒体）には、予め、シリアル番号、製造年月日、初回使用日時（初回使用
日時情報）、滅菌剤の残量が記憶されている。なお、滅菌装置で初めて使用されるカート
リッジのＲＦ－ＩＤには、初回使用日時（カートリッジが滅菌装置で初めて使用された日
時）が記憶されていない。そのため、初めて使用されるカートリッジのＲＦ－ＩＤには、
シリアル番号、製造年月日、滅菌剤の残量が記憶されているが、２回目以降に使用される
カートリッジのＲＦ－ＩＤには、シリアル番号、製造年月日、初回使用日時、滅菌剤の残
量が記憶されている。したがって、ステップＳ１０１では、初めて使用されるカートリッ
ジのＲＦ－ＩＤからは、シリアル番号、製造年月日、滅菌剤の残量が読み取られる。また
、２回目以降に使用されるカートリッジのＲＦ－ＩＤからは、シリアル番号、製造年月日
、初回使用日時、滅菌剤の残量が読み取られる。
【００９９】
　そのため、ステップＳ１０２では、初めて使用されるカートリッジのＲＦ－ＩＤから初
回使用日時が読み取れなかったとしても、シリアル番号、製造年月日、滅菌剤の残量が読
み取ることが出来れば、ＲＦ－ＩＤからデータが読み取れたと判定する。
【０１００】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤからデータが読み取れたと判
定された場合は（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、滅菌装置１００内のカートリッジの取り
付け場所にカートリッジが設置されていると判断し、カートリッジ取付用扉１０１を施錠
（ロック）する（ステップＳ１０３）。すなわち、カートリッジを取り出すことが出来な
いようにロック（施錠）する。このように、読取手段によりデータを読み取れた場合に、
カートリッジ２０５を取り出すことが出来ないようにロックする。
【０１０１】
　また、たとえば、カートリッジに挿入される注射針を抜かないようにすることで、カー
トリッジを取り出すことが出来ないようにすることもできる。
【０１０２】
　すなわち、ステップＳ１０３で注射針をカートリッジに挿入することで、カートリッジ
内の滅菌剤を抽出することが可能となると共に、カートリッジを取り出すことが出来ない
ようにすることができる。
【０１０３】
　このように、滅菌装置１００内のカートリッジの取り付け場所にカートリッジが取り付
けられた場合、カートリッジを取り出すことが出来ないようにロック（施錠）する。
【０１０４】
　滅菌装置１００内のカートリッジの取り付け場所に、滅菌剤の余りが入っているカート
リッジが取り付けられている場合、カートリッジを取り出すことが出来ないようにロック
（施錠）しているため、ユーザに滅菌剤を触れさせないようにすることが出来るようにな
る。
【０１０５】
　以上のように、滅菌装置１００が、カートリッジが滅菌装置に取り付けられている場合
に、カートリッジを取り出すことが出来ないようにロックする。これは、本発明のロック
手段の適用例である。
【０１０６】
　また、後述するステップＳ１１５において、ロックが解除された（カートリッジ取付用
扉１０１が開錠された）場合には、ステップＳ１０３ではロックせずに、Ｓ１１５でロッ
クが解除された状態のままとする。
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【０１０７】
　次に、滅菌装置１００は、カートリッジが開封されているか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０３１）。
【０１０８】
　具体的には、例えば、初めて使用される未使用のカートリッジは開封されておらず、当
該未使用のカートリッジのＲＦ－ＩＤには、初回使用日時が記憶されていない。そのため
、ステップＳ１０１で、初めて使用されるカートリッジのＲＦ－ＩＤからは、初回使用日
時が読み取ることが出来ないため、ステップＳ１０１で初回使用日時を読み取ることが出
来たか否かをステップＳ１０３１で判定することにより、カートリッジが開封されている
か否かを判定する。すなわち、ステップＳ１０１で初回使用日時を読み取ることが出来た
場合には、カートリッジが開封されていると判定し、一方、ステップＳ１０１で初回使用
日時を読み取ることが出来なかった場合には、カートリッジが開封されていないと判定す
る（ステップＳ１０３１）。
【０１０９】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ１０３１で、カートリッジが開封されていない
と判定された場合には（ステップＳ１０３１：ＮＯ）、処理をステップＳ１０４に移行し
、カートリッジが開封されていると判定された場合には（ステップＳ１０３１：ＹＥＳ）
、処理をステップＳ１０３２に移行する。
【０１１０】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１０３２において、カートリッジ内の、滅菌剤に漬から
ない所定の位置に抽出針２０３－Ａを移動する。
【０１１１】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１は、滅菌装置にカートリッジが取り付け
られたと検出されたことを条件に、カートリッジから抽出針２０３－Ａが抜き出されない
位置であって、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、抽出針２０３－Ａを移動す
るように、抽出針動作制御部２０３を制御する。
【０１１２】
　ここで、カートリッジから抽出針２０３－Ａが抜き出されない位置とは、抽出針２０３
－Ａがカートリッジから抜かれた場合の位置のことである。
【０１１３】
　具体的には、図１５に示すように、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置で、かつ
カートリッジから抽出針２０３－Ａが出ない位置（所定の位置）に、抽出針２０３－Ａの
先がくるように、抽出針２０３－Ａを移動する。
【０１１４】
　この抽出針２０３－Ａの動作は、抽出針動作制御部２０３により行われる。
【０１１５】
　図１５は、カートリッジ内の、滅菌剤に漬からない位置に、抽出針２０３－Ａの先端が
くるように移動された抽出針２０３－Ａにより、カートリッジの開封部が密栓されたカー
トリッジの図１２の断面１の断面図の一例を示す図である。
【０１１６】
　図１５に示すように、カートリッジは、第２の容器内に、液体の滅菌剤が充填されてい
る。そして、カートリッジの開封部から抽出針２０３－Ａがカートリッジに挿入される。
【０１１７】
　ステップＳ１０３２では、この第２の容器内の液体の滅菌剤に抽出針２０３－Ａの先端
が接触しない所定の位置になるように、抽出針２０３－Ａを下側に移動して、カートリッ
ジの開封部を密栓する。
【０１１８】
　ステップＳ１０３２では、例えば、抽出針２０３－Ａが挿入される開封部が開封済みの
、滅菌剤が入っているカートリッジが、滅菌装置１００に取り付けられた場合、開封部を
閉じるために、抽出針２０３－Ａを下側に移動して、当該開封部に抽出針２０３－Ａを挿
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入して、カートリッジの開封部を密栓する。
【０１１９】
　このように、抽出針２０３－Ａが、カートリッジ内の液体の滅菌剤に触れない位置に、
抽出針２０３－Ａを移動するので、カートリッジ内の液体の滅菌剤の分解の促進の度合い
を遅らせることが可能となる。また、滅菌装置内に気化した滅菌剤が流出することを防ぐ
ため、滅菌装置内の各部品の劣化の度合いを遅らせることが可能となる。
【０１２０】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１０３２を実行すると、処理をステップＳ１０４に移行
する。
【０１２１】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１０４において、カートリッジ内に滅菌１回分の滅菌剤
の所定の量（例えば、８ミリリットル）があるか否かを判定する。具体的には、ＲＦ－Ｉ
Ｄから取得した滅菌剤の残量が、滅菌１回分の所定の量よりも多いか否かを判定する。す
なわち、滅菌剤の残量が、滅菌１回分の所定の量よりも多いと判定された場合は、カート
リッジ内に滅菌１回分の滅菌剤の所定の量がある（十分な滅菌処理を実行できる）と判断
し（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）、ステップＳ１０５の処理を行う。一方、滅菌剤の残量
が、滅菌１回分の所定の量（例えば、８ミリリットル）よりも少ないと判定され場合は、
カートリッジ内に滅菌１回分の滅菌剤の所定の量がない（十分な滅菌処理を実行できない
）と判断し（ステップＳ１０４：ＮＯ）、ステップＳ１１２の処理を行う。
【０１２２】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１０５において、ＲＦ－ＩＤから取得したカートリッジ
の製造年月日から、所定の期間（例えば、１３か月）を経過しているかを判断する。
【０１２３】
　そして、製造年月日から所定の期間を経過していると判定された場合は（ステップＳ１
０５：ＹＥＳ）、十分な滅菌処理を実行できないと判定し、ステップＳ１１２の処理を行
う。一方、製造年月日から所定の期間を経過していないと判定された場合は（ステップＳ
１０５：ＮＯ）、十分な滅菌処理を実行できると判定し、ステップＳ１０６の処理を行う
。
【０１２４】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１０６において、ＲＦ－ＩＤから取得した初回使用日時
から、所定の期間（例えば、２週間）を経過しているかを判断する（ステップＳ１０６）
。
【０１２５】
　例えば、ステップＳ１０１では、初めて使用されるカートリッジのＲＦ－ＩＤからは、
初回使用日時が読み取られないため、この場合は、ステップＳ１０６において、ＲＦ－Ｉ
Ｄから取得した初回使用日時から、所定の期間（例えば、２週間）を経過していないと判
定する（ステップＳ１０６：ＮＯ）。
【０１２６】
　そして、ＲＦ－ＩＤから取得した初回使用日時から、所定の期間（例えば、２週間）を
経過していると判定された場合は（ステップＳ１０６：ＹＥＳ）、十分な滅菌処理を実行
できないと判定し、ステップＳ１１２の処理を行う。一方、所定の期間（例えば、２週間
）を経過していないと判定された場合は（ステップＳ１０６：ＮＯ）、十分な滅菌処理を
実行できると判定し、ステップＳ１０７の処理を行う。
【０１２７】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１０７において、滅菌開始画面（図３の３０１）を表示
部１０２に表示する。
【０１２８】
　図３は、滅菌装置１００の表示部１０２に表示される画面の一例を示す図である。
【０１２９】
　滅菌開始画面３０１には、「滅菌開始ボタン」が表示されている。ステップＳ１０７で
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表示される滅菌開始画面３０１内の「滅菌開始ボタン」３０２は、ユーザにより押下可能
に（アクティブに）なっている。
【０１３０】
　そして、滅菌装置１００は、ユーザにより、「滅菌開始ボタン」３０２が押下されると
（ステップＳ１０８：ＹＥＳ）、滅菌モード選択画面（図３の３０３）を表示部１０２に
表示する。
【０１３１】
　滅菌モード選択画面３０３には、「滅菌剤を濃縮して滅菌するモード」ボタン３０４と
、「滅菌剤を濃縮しないで滅菌するモード」ボタン３０５とが表示されている。
【０１３２】
　滅菌装置１００は、「滅菌剤を濃縮して滅菌するモード」ボタン３０４と、「滅菌剤を
濃縮しないで滅菌するモード」ボタン３０５のどちらか一方の選択をユーザから受け付け
（ステップＳ１１０）、ユーザにより選択されたボタンのモードに従った滅菌処理（ステ
ップＳ１１１）を行う。滅菌処理（ステップＳ１１１）の詳細は、図５を用いて、後で説
明する。
【０１３３】
　このように、ユーザの指示により、滅菌処理するモードを１台の滅菌装置で切り替えて
使用することが可能となる。すなわち、「滅菌剤を濃縮して滅菌するモード」ボタン３０
４がユーザにより押下された場合は、滅菌剤を濃縮して、滅菌処理を行い、「滅菌剤を濃
縮しないで滅菌するモード」ボタン３０５が押下された場合は、滅菌剤を濃縮しないで、
滅菌処理を行う。
【０１３４】
　そして、滅菌装置１００は、滅菌処理（ステップＳ１１１）が終了すると、ステップＳ
１０１に処理を戻す。
【０１３５】
　また、滅菌装置１００は、ステップＳ１１２において、滅菌開始画面（図３の３０１）
を表示部１０２に表示する。ただし、ステップＳ１１２で表示される滅菌開始画面（図３
の３０１）内の「滅菌開始ボタン」３０２は、ユーザにより押下出来ないように表示され
ている（「滅菌開始ボタン」３０２がアクティブではない）。そのため、ユーザによる、
滅菌処理の開始指示を受け付けないようにすること可能となる。
【０１３６】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤから取得したシリアル番号
から、カートリッジの取り付け場所に設置してあるカートリッジが、既に滅菌剤の排出処
理済みのカートリッジであるか否かを判定する（ステップＳ１１３）。具体的には、滅菌
装置１００内のメモリ（記憶部）には、既に滅菌剤の排出処理済みのカートリッジを識別
するシリアル番号が記憶されており、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤから取得したシリア
ル番号が、該メモリ（記憶部）に記憶されているシリアル番号に一致するか否かを判定す
ることにより、現在、滅菌装置１００に取り付けられているカートリッジが、既に滅菌剤
の排出処理済みのカートリッジであるか否かを判定する。
【０１３７】
　また、滅菌剤の排出処理済みのカートリッジであるか否かを判定する他の例についても
、ここで説明する。
【０１３８】
　滅菌装置１００は、ステップＳ１１４の滅菌剤排出処理を行うと、カートリッジ２０５
のＲＦ－ＩＤに、既に滅菌剤の排出処理済みのカートリッジである旨を示す情報を記録す
る。
【０１３９】
　また、滅菌装置１００は、ステップＳ１１３では、既に滅菌剤の排出処理済みのカート
リッジである旨を示す情報を読み取ることがステップＳ１０１で出来たか否かを判定し、
当該情報を読み取ることが出来たと判定された場合は（Ｓ１１３：ＹＥＳ）、ステップＳ
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１１５に移行し、当該情報を読み取ることが出来なかったと判定された場合は（Ｓ１１３
：ＮＯ）ステップＳ１１４に処理を移行する。
【０１４０】
　このようにして、現在、滅菌装置１００に取り付けられているカートリッジが、既に滅
菌剤の排出処理済みのカートリッジであるか否かを判定することも可能である。
【０１４１】
　現在、滅菌装置１００に取り付けられているカートリッジが、既に滅菌剤の排出処理済
みのカートリッジであると判定された場合は（ステップＳ１１３：ＹＥＳ）、ステップＳ
１１５の処理を行う。一方、既に滅菌剤の排出処理済みのカートリッジではないと判定さ
れた場合は（ステップＳ１１３：ＮＯ）、カートリッジ内に残っている液体の滅菌剤の残
量の全てを吸い取り、その全ての滅菌剤を分解処理して、滅菌装置１００の外に放出する
、滅菌剤の排出処理（ステップＳ１１４）を行い、その後、ステップＳ１１５の処理を行
う。ステップＳ１１４の滅菌剤の排出処理の詳細は、図９を用いて、後で説明する。
【０１４２】
　ステップＳ１１４は、カートリッジの中の過酸化水素水溶液を廃棄する廃棄手段の適用
例である。すなわち、廃棄手段は、カートリッジの中の全ての滅菌剤（例えば、過酸化水
素を含む溶液）を、触媒（二酸化マンガン等）を利用して、分解することにより廃棄する
。
【０１４３】
　ステップＳ１０１で読み取られたデータが、ステップＳ１０４、ステップＳ１０５、ス
テップＳ１０６で、所定の条件を満たすと判定された場合は、廃棄手段により、カートリ
ッジ２０５の中の前記滅菌剤を廃棄する。
【０１４４】
　すなわち、ここで、所定の条件とは、１回の滅菌処理で用いられる前記滅菌剤の量が前
記カートリッジ内に残っているかの条件、カートリッジの製造日から所定時間経過してい
るかの条件、カートリッジの初回使用日から所定時間経過しているかの条件を含む条件で
ある。
【０１４５】
　ステップＳ１１４の処理を行うと、滅菌装置１００内のメモリ（記憶部）に、既に滅菌
剤の排出処理（廃棄処理）済みのカートリッジを識別するシリアル番号として、ステップ
Ｓ１０１で読み取ったシリアル番号を記憶する。
【０１４６】
　滅菌装置１００は、ステップ１１５において、カートリッジ取付用扉１０１を開錠する
。
【０１４７】
　ステップＳ１１５は、ロック手段によるロックを解除する解除手段の適用例である。
【０１４８】
　例えば、カートリッジに挿入されている注射針をカートリッジから抜くことで、ロック
を解除することができる。
【０１４９】
　このように、ロックを解除する前に、カートリッジ２０５内の全ての滅菌剤を吸い出し
て廃棄する処理（Ｓ１１４）を行うため、ユーザに滅菌剤を触れさせないようにすること
ができ、安全性が向上する。
【０１５０】
　また、滅菌装置１００は、ステップＳ１０２において、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤ
からデータが読み取れなかったと判定された場合は（ステップＳ１０２：ＮＯ）、滅菌装
置１００内のカートリッジの取り付け場所にカートリッジが設置されていないと判断し、
図１１に示すカートリッジ取付要求画面１１０１を表示する（ステップＳ１１６）。
【０１５１】
　図１１は、滅菌装置１００の表示部１０２に表示されるカートリッジ取付要求画面１１
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０１の一例を示す図である。
【０１５２】
　カートリッジ取付要求画面１１０１には、「ＯＫ」ボタン１１０２が表示されている。
【０１５３】
　そして、滅菌装置１００は、カートリッジ取付要求画面１１０１の「ＯＫ」ボタン１１
０２がユーザにより押下されたかを判定し（ステップＳ１１７）、「ＯＫ」ボタン１１０
２が押下された場合は（ＹＥＳ）、カートリッジ取付用扉１０１を開錠し（ステップＳ１
１８）、処理をステップＳ１０１に戻す。一方、「ＯＫ」ボタン１１０２が押下されてい
ない場合は（ＮＯ）、カートリッジ取付要求画面１１０１を表示し続ける。
【０１５４】
　カートリッジ取付用扉１０１の開錠、及び施錠は、ロック動作制御部２０２による動作
により行われる。
【０１５５】
＜図５の説明＞
【０１５６】
　次に、図５を用いて、図４のＳ１１１に示す滅菌処理の詳細処理の一例について説明す
る。
【０１５７】
　図５は、図４のＳ１１１に示す滅菌処理の詳細処理の一例を示す図である。
【０１５８】
　図５に示す各工程（処理）は、滅菌装置１００の演算処理部２０１により滅菌装置内の
各装置の動作を制御することにより行われる。
【０１５９】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１が読み取り実行可能なプログラムを実行
することにより、各装置の動作を制御して、図に示す各工程（処理）を実行する。
【０１６０】
　図５に示すステップＳ５０１に示す工程を開始する際は、滅菌装置１００の全ての弁（
弁（Ｖ１）２１１、弁（Ｖ２）２１５、弁（Ｖ３）２１２、弁（Ｖ４）２１３、弁（Ｖ９
）２２７、弁（Ｖ７）２２６）は、閉じている状態である。
【０１６１】
　まず、滅菌装置１００は、ステップＳ５０１において、気送真空ポンプ２２０を動作し
、滅菌室２１９の気体を吸引し、滅菌室２１９内の気圧が所定の気圧（例えば、４５パス
カル）になるまで減圧する滅菌前工程の処理を行う。滅菌前工程の処理の詳細な処理は、
図６を用いて後で説明する。
【０１６２】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ５０２において、滅菌室２１９に、滅菌剤を入
れて、被滅菌対象物を滅菌する滅菌工程の処理を行う。滅菌工程の処理の詳細な処理は、
図７を用いて後で説明する。
【０１６３】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ５０３において、滅菌室２１９内、及び気化炉２
１６内に含まれている滅菌剤を取り除くための換気工程の処理を行う。換気工程の処理の
詳細な処理は、図８を用いて後で説明する。
【０１６４】
＜図６の説明＞
【０１６５】
　次に、図６を用いて、図５のＳ５０１に示す滅菌前工程の詳細処理の一例について説明
する。
【０１６６】
　図６は、図５のＳ５０１に示す滅菌前工程の詳細処理の一例を示す図である。
【０１６７】
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　図６に示す各工程（処理）は、滅菌装置１００の演算処理部２０１により滅菌装置内の
各装置の動作を制御することにより行われる。
【０１６８】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１が読み取り実行可能なプログラムを実行
することにより、各装置の動作を制御して、図に示す各工程（処理）を実行する。
【０１６９】
　まず、滅菌装置１００は、気送真空ポンプ２２０を動作し、滅菌室２１９の気体を吸引
する処理を開始する（ステップＳ６０１）。
【０１７０】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ６０２において、滅菌室２１９内の圧力（気圧
）が、所定の気圧（例えば、４５パスカル）まで減圧されているかを判定する。具体的に
は、滅菌室２１９内に備えられた圧力センサーにより測定されている滅菌室２１９内の圧
力（気圧）が、所定の気圧（例えば、４５パスカル）まで減圧されているかを判定する。
【０１７１】
　ステップＳ６０２において、滅菌室２１９内の圧力（気圧）が、所定の気圧（例えば、
４５パスカル）まで減圧されていないと判定された場合は（ＮＯ）、気送真空ポンプ２２
０を引き続き動作させ、滅菌室２１９の気体を吸引し、滅菌室２１９内の圧力（気圧）を
減圧する。
【０１７２】
　一方、ステップＳ６０２において、滅菌室２１９内の圧力（気圧）が、所定の気圧（例
えば、４５パスカル）まで減圧されていると判定された場合は（ＹＥＳ）、気送真空ポン
プ２２０を引き続き動作させ、滅菌室２１９の気体を吸引し、ステップＳ５０２の処理を
開始する。
【０１７３】
＜図７の説明＞
【０１７４】
　次に、図７を用いて、図５のＳ５０２に示す滅菌工程の詳細処理の一例について説明す
る。
【０１７５】
　図７は、図５のＳ５０２に示す滅菌工程の詳細処理の一例を示す図である。
【０１７６】
　図７に示す各工程（処理）は、滅菌装置１００の演算処理部２０１により滅菌装置内の
各装置の動作を制御することにより行われる。
【０１７７】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１が読み取り実行可能なプログラムを実行
することにより、各装置の動作を制御して、図に示す各工程（処理）を実行する。
【０１７８】
　まず、滅菌装置１００は、弁（Ｖ５）２１７を開けて、滅菌室２１９と気化炉２１６と
の間の導管を導通させる（ステップＳ７０１）。これにより、現在、気送真空ポンプ２２
０により滅菌室２１９の気体を吸引し減圧しているため、滅菌室２１９内、及び気化炉２
１６内の減圧を開始する（ステップＳ７０２）。
【０１７９】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ７０２１において、カートリッジの底、又は底近
傍に抽出針２０３－Ａの先がくるように、抽出針２０３－Ａを下側に移動する。
【０１８０】
　すなわち、演算処理部２０１は、抽出針２０３－Ａを用いてカートリッジ内の滅菌剤を
抽出するために、カートリッジ内の底、又は底近傍に抽出針２０３－Ａを移動するように
、抽出針動作制御部２０３を制御する。
【０１８１】
　すなわち、抽出針動作制御部２０３（移動手段）は、抽出管によりカートリッジ内の滅
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菌剤を抽出する場合に、当該抽出管を、カートリッジ内の滅菌剤を抽出管により抽出する
位置に移動する。
【０１８２】
　具体的には、図１３に示すように、抽出針２０３－Ａの先が、カートリッジの底、又は
底近傍である所定の位置にくるように、抽出針動作制御部２０３を動作させることで、抽
出針２０３－Ａを移動する。
【０１８３】
　このように、カートリッジの底、又は底近傍に抽出針２０３－Ａを移動することで、カ
ートリッジ内の液体の滅菌剤を、ステップＳ７２９、ステップＳ７０４で抽出することが
可能となる。
【０１８４】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ１１０で、「滅菌剤を濃縮して滅菌するモード」
ボタン３０４と、「滅菌剤を濃縮しないで滅菌するモード」ボタン３０５のどちらが押下
されたのかを判定する（ステップＳ７０３）。「滅菌剤を濃縮して滅菌するモード」ボタ
ン３０４が押下されたと判定された場合は（ＹＥＳ）、ステップＳ７０４の処理を行い、
「滅菌剤を濃縮しないで滅菌するモード」ボタン３０５が押下されたと判定された場合は
（ＮＯ）、ステップＳ７２８の処理を行う。
【０１８５】
　ここでは、まず、「滅菌剤を濃縮して滅菌するモード」ボタン３０４が押下された場合
（滅菌剤を濃縮して滅菌処理する場合）について、説明する。
【０１８６】
　滅菌装置１００は、ステップＳ７０４において、液送ロータリーポンプ２０７を動作し
、カートリッジ２０５内の滅菌剤を、所定量（例えば、２ミリリットル）吸い取る。そし
て、吸い取られた所定量の滅菌剤を、濃縮炉２０８に入れる。ここで吸い取る所定量の滅
菌剤は、例えば、滅菌室２１９内の空間を滅菌剤で飽和状態にさせることができる量であ
る。
【０１８７】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ７０５において、カートリッジの取り付け場所
に取り付けられているカートリッジ２０５のＲＦ－ＩＤに、カートリッジ２０５内に残っ
ている滅菌剤の残量を書き込む。具体的には、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッ
ジ２０５内の滅菌剤の残量から、ステップＳ７０４でカートリッジ２０５から吸い取った
所定量（例えば、２ミリリットル）を引いた値をＲＦ－ＩＤに記憶する。
【０１８８】
　すなわち、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッジ２０５内の滅菌剤の残量から、
ステップＳ７０４でカートリッジ２０５から滅菌剤を吸い取った量の累計を引いた値を、
ステップＳ７０５ではＲＦ－ＩＤに記憶する。
【０１８９】
　また、滅菌装置１００は、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤから読み取られた初回使用日
時（カートリッジが滅菌装置で初めて使用された日時）に、日時を示す情報が含まれてい
ない場合は、今回、カートリッジが滅菌装置で初めて使用されたと判定する。すなわち、
滅菌装置１００は、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤから初回使用日時を読み取ることが出
来なかった場合には、今回、カートリッジが滅菌装置で初めて使用されたと判定する。
【０１９０】
　このようにカートリッジが滅菌装置で初めて使用されたと判定された場合のみ、現在の
日時情報もＲＦ－ＩＤに書き込む。
【０１９１】
　次に、滅菌装置１００は、滅菌装置１００に電源が入っているときは、常に、濃縮炉２
０８に備え付けられたヒータを加熱するため、ステップＳ７０４で濃縮炉２０８に入れら
れた滅菌剤は、そのヒータの熱により、加熱され、濃縮炉２０８内の滅菌剤に含まれる水
分を蒸発させる（ステップＳ７０６）。
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【０１９２】
　滅菌装置１００に電源が入っているときに、常に、濃縮炉２０８に備え付けられたヒー
タを加熱する理由としては、例えば、手術室で、いつでも直ぐに滅菌装置を使用すること
ができるようにするためである。このように、濃縮炉のヒータを加熱するためにかかる時
間を無くすことで、いつでも直ぐに滅菌装置を使用することが出来るようになる。
【０１９３】
　すなわち、滅菌剤が過酸化水素水（過酸化水素水溶液とも言う）である場合、濃縮炉２
０８に備え付けられたヒータを、ここでは、具体的には、例えば、８０度で温める。これ
により、主に水分を蒸発（気化）させることができ、滅菌剤を濃縮させることが可能とな
る。
【０１９４】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ７０７において、ステップＳ７０４で濃縮炉２０
８に滅菌剤を入れてから所定の時間（例えば、６分）が経過したかを判定する。そして、
濃縮炉２０８に滅菌剤を入れてから所定の時間が経過したと判定されると（ＹＥＳ）、ス
テップＳ７０８の処理を行う。一方、濃縮炉２０８に滅菌剤を入れてから所定の時間が経
過していない場合は（ＮＯ）、引き続き、濃縮炉２０８に滅菌剤を入れたままにしておき
、引き続き滅菌剤を濃縮する。
【０１９５】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ７０８において、滅菌室２１９内、及び気化炉２
１６内の気圧が、所定の気圧（例えば、５００パスカル）まで減圧されたかを判定する。
【０１９６】
　そして、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内の気圧が、所定の気
圧まで減圧された場合は（ＹＥＳ）、ステップＳ７０９において、弁（Ｖ３）２１２と、
弁（Ｖ４）２１３とを所定時間開ける（弁（Ｖ３）２１２と、弁（Ｖ４）２１３とを所定
時間（例えば、３秒）開けて弁（Ｖ３）２１２と、弁（Ｖ４）２１３を閉じる）ことで、
計量管２１４内を減圧する。一方、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内の気圧が、所定
の気圧まで減圧されていない場合は（ＮＯ）、引き続き滅菌剤の濃縮を行う。
【０１９７】
　そして、次に、滅菌装置１００は、ステップＳ７１０において、ステップＳ７０９で、
弁（Ｖ３）２１２と弁（Ｖ４）２１３とを所定時間開けて弁（Ｖ３）２１２と弁（Ｖ４）
２１３を閉じた後に、弁（Ｖ１）を所定時間（例えば、３秒）開けると、濃縮炉２０８（
外部）の気圧よりも計量管２１４内の気圧の方が低いので濃縮炉２０８に入っている滅菌
剤が計量管２１４に吸い込まれて入る（ステップＳ７１０）。ここでは、弁（Ｖ１）を所
定時間開けて閉じることで、濃縮炉２０８に入っている滅菌剤が計量管２１４に吸い込ま
れて入る。ここでは、滅菌剤だけではなく、濃縮炉２０８内の空気も一緒に計量管２１４
内に吸い込まれてくる。
【０１９８】
　そして、この後も、引き続き、気送真空ポンプ２２０により、滅菌室２１９内が減圧さ
れている。
【０１９９】
　そのため、滅菌室２１９内の気圧は、計量管内の気圧よりも低くなる。具体的には、滅
菌室２１９内の気圧は、４００Ｐａ位であり、計量管内の気圧は大気圧（１０１３２５Ｐ
ａ）位の値である。計量管内の気圧は大気圧近くまで上がる理由は、滅菌剤だけではなく
、濃縮炉２０８内の空気も一緒に計量管２１４内に吸い込まれてくるためである。
【０２００】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ７１１において、弁（Ｖ３）２１２と、弁（Ｖ４
）２１３とを所定時間（例えば、３秒）開けて、計量管内の空気（液体の滅菌剤は含まな
い）を滅菌室２１９に吸い出される。すなわち、ここでは、弁（Ｖ３）２１２と弁（Ｖ４
）２１３とを開けて該所定時間が経過すると、弁（Ｖ３）２１２と弁（Ｖ４）２１３とを
閉じる。
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【０２０１】
　次に、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内の気圧が所定の気圧（
例えば、８０Ｐａ）まで減圧されているかを判定し、減圧されていると判定された場合に
（ステップＳ７１２）、弁（Ｖ５）２１７を閉める（ステップＳ７１３）。
【０２０２】
　そして、滅菌装置１００は、弁（Ｖ２）２１５を開ける（ステップＳ７１４）。これに
より、計量管２１４内の滅菌剤は、気化炉２１６に吸い込まれ、気化炉２１６内で気化す
る。
【０２０３】
　ここで、滅菌剤は、分子クラスターとして気化炉内で気化する。
【０２０４】
　滅菌室内は、気化炉よりも大きい容積であり、気化炉内では、滅菌剤は、分子クラスタ
ーとして気化される。これは、気化炉の容積が滅菌室内より小さいため、滅菌室内の滅菌
剤の分子間の距離が近く分子間力により、分子クラスターを形成しやすいためである。
【０２０５】
　このときも引き続き、気送真空ポンプ２２０は、滅菌室２１９内の気体を吸引し、滅菌
室２１９内を減圧している。計量管２１４内の滅菌剤が吸い込まれた気化炉２１６内は、
気圧が上昇する。
【０２０６】
　すなわち、気化炉２１６内の気圧は、滅菌室２１９内の気圧よりも高くなる。
【０２０７】
　次に、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内の気圧が、所定の気圧（例えば、５０Ｐａ）
まで減圧され、かつ、ステップＳ７１４で弁（Ｖ２）２１５を開けてから所定時間が経過
したかを判定し（ステップＳ７１５）、滅菌室２１９内の気圧が、所定の気圧（例えば、
５０Ｐａ）まで減圧され、かつ、ステップＳ７１４で弁（Ｖ２）２１５を開けてから所定
時間が経過した場合は（ＹＥＳ）、気送真空ポンプ２２０による滅菌室２１９内の吸引（
真空引き）を停止して（ステップＳ７１６）、弁（Ｖ５）２１７を開ける（ステップＳ７
１７）。これにより、滅菌室２１９内に気化した滅菌剤が拡散し、被滅菌対象物を滅菌す
ることができる。
【０２０８】
　これは、気化炉２１６内の気圧よりも、滅菌室２１９内の気圧（例えば、５０Ｐａ）の
方が、低いため拡散する。
【０２０９】
　ここで拡散する滅菌剤は、気化炉内の分子クラスターが更に細分化され、より滅菌剤を
滅菌室内に拡散させることができ、滅菌作用を高めることが可能となる。
【０２１０】
　また、被滅菌対象物などの細かい内腔などを効果的に滅菌することが出来るようになる
。
【０２１１】
　そして、ステップＳ７１７で弁（Ｖ５）２１７を開けてから、所定時間（例えば、３３
０秒）が経過したかを判定し、弁（Ｖ５）２１７を開けてから、所定時間（例えば、３３
０秒）が経過したと判定されると（ステップＳ７１８：ＹＥＳ）、弁（Ｖ９）２２７を開
ける（ステップＳ７１９）。
【０２１２】
　これにより、滅菌装置１００の外の気圧よりも気化炉２１６内、及び滅菌室２１９内の
気圧の方が低いため、吸気用ＨＥＰＡフィルタで清浄された、滅菌装置１００の外の外気
（空気）が、気化炉２１６内に吸い込まれる。そして、気化炉２１６内に送り込まれた空
気により、気化炉２１６内に気体として充満している滅菌剤、及び、気化炉２１６の内部
の表面に付着した滅菌剤が、滅菌室２１９内に送り込まれ、滅菌室２１９内にある被滅菌
対象物に対する滅菌作用が高まる。すなわち、例えば、これにより、被滅菌対象の細いチ
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ューブなどの奥などの滅菌し難い部分についての滅菌作用が高まる。
【０２１３】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ７１９で、弁（Ｖ９）２２７を開けてから所定
の時間（１５秒）が経過すると、弁（Ｖ７）２２６を開けて、更に、吸気用ＨＥＰＡフィ
ルタ２１０で清浄された、滅菌装置１００の外の外気（空気）が、滅菌室２１９内に吸い
込まれる。これは、滅菌装置１００の外の気圧よりも滅菌室２１９内、気化炉２１６内の
気圧の方が低いため、滅菌装置１００の外の外気（空気）が、滅菌室２１９内に吸い込ま
れる。
【０２１４】
　これにより、被滅菌対象の細いチューブなどの奥などの滅菌し難い部分（特に内腔部分
）についての滅菌作用が高まる。
【０２１５】
　次に、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内が大気圧まで上昇した
かを判定し、大気圧まで上昇したと判定した場合に（ステップＳ７２１：ＹＥＳ）、弁（
Ｖ２）２１５を閉める（ステップＳ７２２）。
【０２１６】
　次に、滅菌装置１００は、弁（Ｖ７）２２６を閉め（ステップＳ７２３）、気送真空ポ
ンプ２２０による滅菌室２１９内の吸引（真空引き）を再開する（ステップＳ７２４）。
これにより、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０で清浄された、滅菌装置１００の外の外気（
空気）が、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と気化炉２１６とが導通している導管を通じて
、気化炉２１６内に吸い込まれる。そして、気化炉２１６内に送り込まれた空気により、
気化炉２１６内に気体として充満している滅菌剤、及び、気化炉２１６の内部の表面に付
着した滅菌剤が、更に、滅菌室２１９内に送り込まれる。
【０２１７】
　これにより、被滅菌対象の細いチューブなどの奥などの滅菌し難い部分（特に内腔部分
）についての滅菌作用が高まると共に、気化炉２１６内の滅菌剤を効果的に減少させるこ
とが可能となる。
【０２１８】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ７２４で、気送真空ポンプ２２０による滅菌室
２１９内の吸引（真空引き）を再開してから、所定時間（例えば、１５秒）後に、弁（Ｖ
９）２２７を閉める（ステップＳ７２５）。
【０２１９】
　このときも引き続き、気送真空ポンプ２２０による滅菌室２１９内の吸引（真空引き）
を行っており、ステップＳ７２５により、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内が密閉さ
れ、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内を減圧することとなる（ステップＳ７２６）。
【０２２０】
　次に滅菌装置１００は、所定回数（例えば、４回）、ステップＳ７０２からステップＳ
７２６の処理を実行したかを判定し（ステップＳ７２７）、実行したと判定された場合は
（ＹＥＳ）、ステップＳ５０３の処理を行う。一方、ステップＳ７０２からステップＳ７
２６の処理を、所定回数実行していないと判定された場合は、ステップＳ７０２以降の処
理を再度行う。このように、所定回数、ステップＳ７０２からステップＳ７２６の処理を
実行することで、被滅菌対象物に対する滅菌作用の効果が高まり、被滅菌対象物を十分に
滅菌することが可能となる。
【０２２１】
　次に、ステップＳ７０３で、「滅菌剤を濃縮しないで滅菌するモード」ボタン３０５が
押下されたと判定された場合（滅菌剤を濃縮しないで滅菌処理する場合）について、説明
する。
【０２２２】
　滅菌装置１００は、ステップＳ７０３で、「滅菌剤を濃縮しないで滅菌するモード」ボ
タン３０５が押下されたと判定された場合（ＮＯ）、滅菌室２１９内と気化炉２１６内の
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気圧が所定の気圧（例えば、１０００Ｐａ）にまで減圧されたかを判定する（ステップＳ
７２８）。
【０２２３】
　そして、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内と気化炉２１６内の気圧が所定の気圧（例
えば、１０００Ｐａ）にまで減圧されたと判定された場合に（ステップＳ７２８：ＹＥＳ
）、液送ロータリーポンプ２０７を動作し、カートリッジ２０５内の滅菌剤を、所定量（
例えば、２ミリリットル）吸い取る。そして、吸い取られた所定量の滅菌剤を、濃縮炉２
０８に入れる（ステップＳ７２９）。
【０２２４】
ここで吸い取る所定量の滅菌剤は、例えば、滅菌室２１９内の空間を滅菌剤で飽和状態に
させることができる量である。
【０２２５】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ７３０において、カートリッジの取り付け場所に
取り付けられているカートリッジ２０５のＲＦ－ＩＤに、カートリッジ２０５内に残って
いる滅菌剤の残量を書き込む。具体的には、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッジ
２０５内の滅菌剤の残量から、ステップＳ７２９でカートリッジ２０５から吸い取った所
定量（例えば、２ミリリットル）を引いた値をＲＦ－ＩＤに記憶する。
【０２２６】
　また、カートリッジ２０５から滅菌剤を吸い取った１回あたりの所定量が例えば２ミリ
リットルの場合であり、ステップＳ７２７で所定回数実行していない（ＮＯ）と判定され
、ステップＳ７０２以降の処理を行うことが例えば２回目の場合において、ステップＳ７
２９でカートリッジ２０５から滅菌剤を吸い取った量の累計は、（２ミリリットル（所定
量）×２回目＝）４ミリリットルであるため、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッ
ジ２０５内の滅菌剤の残量から、ステップＳ７２９でカートリッジ２０５から滅菌剤を吸
い取った量の累計である４ミリリットルを引いた値を、ステップＳ７３０ではＲＦ－ＩＤ
に記憶する。
【０２２７】
　すなわち、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッジ２０５内の滅菌剤の残量から、
ステップＳ７２９でカートリッジ２０５から滅菌剤を吸い取った量の累計を引いた値を、
ステップＳ７３０ではＲＦ－ＩＤに記憶する。
【０２２８】
　また、滅菌装置１００は、ステップＳ７３０において、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤ
から読み取られた初回使用日時（カートリッジが滅菌装置で初めて使用された日時）に、
日時を示す情報が含まれていない場合は、今回、カートリッジが滅菌装置で初めて使用さ
れたと判定する。すなわち、滅菌装置１００は、ステップＳ１０１でＲＦ－ＩＤから初回
使用日時を読み取ることが出来なかった場合には、今回、カートリッジが滅菌装置で初め
て使用されたと判定する。
【０２２９】
　このようにカートリッジが滅菌装置で初めて使用されたと判定された場合のみ、現在の
日時情報もＲＦ－ＩＤに書き込む。
【０２３０】
　そして、滅菌装置１００は、ステップＳ７３０の処理を行うと、既に説明したステップ
Ｓ７０９以降の処理を行う。
【０２３１】
　ステップＳ７２８では、滅菌室２１９内が所定の気圧（例えば、１０００Ｐａ）になっ
たら、ステップＳ７２９で滅菌剤を吸い始め、ステップＳ７２９で滅菌剤を吸い終わる頃
には５００Ｐａを下回るため、効率的にＳ７０９へ移行することができる。
【０２３２】
　このように、滅菌室２１９内、及び気化炉２１６内の気圧が、計量管２１４内の減圧を
開始する所定の気圧（例えば、１０００パスカル）まで減圧された後に、吸い取られた所
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定量の滅菌剤を濃縮炉２０８に入れ、直ぐにステップＳ７０９で計量管２１４内を減圧す
ることができ、その後、ステップＳ７１０で濃縮炉２０８内の滅菌剤を計量管に入れるの
で、濃縮炉２０８から、計量管２１４に直ぐに滅菌剤を入れることが可能となる。すなわ
ち、滅菌剤が濃縮炉２０８でほぼ濃縮されることなく、計量管２１４に入れることが可能
となる。
【０２３３】
＜図８の説明＞
【０２３４】
　次に、図８を用いて、図５のＳ５０３に示す換気工程の詳細処理の一例について説明す
る。
【０２３５】
　図８は、図５のＳ５０３に示す換気工程の詳細処理の一例を示す図である。
【０２３６】
　図８に示す各工程（処理）は、滅菌装置１００の演算処理部２０１により滅菌装置内の
各装置の動作を制御することにより行われる。
【０２３７】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１が読み取り実行可能なプログラムを実行
することにより、各装置の動作を制御して、図に示す各工程（処理）を実行する。
【０２３８】
　まず、滅菌装置１００は、弁Ｖ（７）２２６を開ける（ステップＳ８０１）。
【０２３９】
　そして、滅菌装置１００は、気送真空ポンプ２２０による滅菌室２１９内の吸引（真空
引き）を引き続き行う（ステップＳ８０２）。
【０２４０】
　ステップＳ８０１で弁Ｖ（７）２２６を開けてから、ステップＳ８０２で気送真空ポン
プ２２０による滅菌室２１９内の吸引（真空引き）を行い、所定時間が経過すると（ステ
ップＳ８０３：ＹＥＳ）、ステップＳ８０３１の処理の実行を開始し、ステップＳ８０３
３の処理、ステップＳ８０３２の処理を実行する。
【０２４１】
　また、所定時間が経過すると（ステップＳ８０３：ＹＥＳ）、ステップＳ８０３１の処
理、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２の処理に並行して、ステップＳ８０
４以降の処理も実行する。
【０２４２】
　また、ここでは、所定時間が経過した後に（ステップＳ８０３：ＹＥＳ）、ステップＳ
８０３１の処理、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２の処理を実行すること
をについて説明するが、ステップＳ７０４とステップＳ７０５との間に、ステップＳ８０
３１の処理、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２の処理を実行するようにし
てもよい。そのようにした場合は、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２の処
理を実行した後に、ステップＳ７０５の処理を実行する。また、同様に、ステップＳ７２
９の処理とステップＳ７３０との間に、ステップＳ８０３１の処理、ステップＳ８０３３
の処理、ステップＳ８０３２の処理を実行するようにしてもよい。そのようにした場合は
、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２の処理を実行した後に、ステップＳ７
３０の処理を実行する。
【０２４３】
　ここで、ステップＳ８０３１の処理、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２
の処理について説明する。
【０２４４】
　ステップＳ８０３１では、滅菌１回分の量の滅菌剤がカートリッジ内に残っているか否
かを判定する。
【０２４５】
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　具体的には、ステップＳ７３０、又はステップＳ７０５で、カートリッジのＲＦ－ＩＤ
に記憶する値に従って、滅菌１回分の量の滅菌剤がカートリッジ内に残っているか否かを
判定する。
【０２４６】
　ステップＳ７３０では、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッジ２０５内の滅菌剤
の残量から、ステップＳ７２９でカートリッジ２０５から滅菌剤を吸い取った量の累計を
引いた値を、カートリッジ内に残っている滅菌剤の量として、カートリッジのＲＦ－ＩＤ
に記憶している。
【０２４７】
　また、ステップＳ７０５では、ステップＳ１０１で読み取ったカートリッジ２０５内の
滅菌剤の残量から、ステップＳ７０４でカートリッジ２０５から滅菌剤を吸い取った量の
累計を引いた値を、カートリッジ内に残っている滅菌剤の量として、カートリッジのＲＦ
－ＩＤに記憶している。
【０２４８】
　そのため、ステップＳ７３０、又はステップＳ７０５で、カートリッジのＲＦ－ＩＤに
記憶する、カートリッジ内に残っている滅菌剤の量（残量）が、滅菌１回分の滅菌剤の所
定の量（例えば、８ミリリットル）以上であるか否かを判定する。
【０２４９】
　このようにして、カートリッジ内に残っている滅菌剤の量（残量）が、滅菌１回分の滅
菌剤の所定の量（例えば、８ミリリットル）以上であるか否かを判定することが可能であ
るが、その他の判定の例についても説明する。
【０２５０】
　例えば、カートリッジの重さを計測する重量センサを、カートリッジのセット位置に設
け、ステップＳ７０４、又はステップＳ７２９で、カートリッジから滅菌剤が抽出された
後のカートリッジの重さを当該重量センサが計測（検出）し、計測された重さ（値）が所
定値以上であるか否かを判定し、所定値以上であると判定された場合には、カートリッジ
内に残っている滅菌剤の量（残量）が、滅菌１回分の滅菌剤の所定の量以上であると判定
し、一方、計測された重さ（値）が所定値未満であると判定された場合には、カートリッ
ジ内に残っている滅菌剤の量（残量）が、滅菌１回分の滅菌剤の所定の量未満であると判
定する。
【０２５１】
　また、赤外線などの光学センサを用いて、カートリッジ内の滅菌剤の残量を検出する方
法など、その他の従来技術を採用して、カートリッジ内に、滅菌１回分の滅菌剤の所定の
量があるかを判定することができる。
【０２５２】
　カートリッジ内に残っている滅菌剤の量（残量）が、滅菌１回分の滅菌剤の所定の量（
例えば、８ミリリットル）以上であると判定された場合には（ステップＳ８０３１：ＹＥ
Ｓ）、処理をステップＳ８０３２に移行する。一方、カートリッジ内に残っている滅菌剤
の量（残量）が、滅菌１回分の滅菌剤の所定の量（例えば、８ミリリットル）未満である
と判定された場合には（ステップＳ８０３１：ＮＯ）、処理をステップＳ８０３３に移行
する。
【０２５３】
　ステップＳ８０３１は、本発明の判定手段の適用例であり、抽出針２０３－Ａを用いて
抽出された滅菌剤の量、抽出された滅菌剤の回数、滅菌剤が抽出されたカートリッジの重
さなどのいずれか（抽出管による前記カートリッジからの滅菌剤の抽出結果）に基づいて
、滅菌剤が抽出された後のカートリッジに、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅菌剤
が入っているかを判定する。そして、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅菌剤が入っ
ていると判定されたことを条件に（ステップＳ８０３１：ＹＥＳ）、ステップＳ８０３２
の処理を実行する。
【０２５４】
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　また、演算処理部２０１は、ステップＳ８０３１で、カートリッジ内に、滅菌処理を行
う量の滅菌剤が入っていないと判定されたことを条件に（ステップＳ８０３１：ＮＯ）、
ステップＳ８０２２の処理を実行する。
【０２５５】
　ステップＳ８０３２では、滅菌装置１００は、カートリッジ内の、滅菌剤に漬からない
所定の位置に抽出針２０３－Ａを移動する。
【０２５６】
　ステップＳ８０３２では、図４のステップＳ１０３２で移動した同様の位置に、抽出針
２０３－Ａの先がくるように、抽出針２０３－Ａを移動する。
【０２５７】
　具体的には、図１５に示すように、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置で、かつ
カートリッジから抽出針２０３－Ａが出ない位置（所定の位置）に、抽出針２０３－Ａの
先がくるように、抽出針２０３－Ａを移動する。
【０２５８】
　ステップＳ８０３２では、カートリッジの第２の容器内の液体の滅菌剤に抽出針２０３
－Ａの先端が接触しない所定の位置になるように、抽出針２０３－Ａを上側に移動して、
カートリッジの開封部を密栓する。
【０２５９】
　このように、演算処理部２０１が、抽出針２０３－Ａを用いて、カートリッジから滅菌
剤が抽出された後に、カートリッジから抽出針２０３－Ａが抜き出されない位置であって
、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、抽出針２０３－Ａを移動するように、抽
出針動作制御部２０３を制御するステップＳ８０３２の処理を実行することで、カートリ
ッジ内の液体の滅菌剤の分解の促進の度合いを遅らせることが可能となる。
【０２６０】
　すなわち、抽出針２０３－Ａが、カートリッジ内の液体の滅菌剤に触れない位置に、抽
出針２０３－Ａを移動するので、カートリッジ内の液体の滅菌剤の分解の促進の度合いを
遅らせることが可能となる。また、滅菌装置内に気化した滅菌剤が流出することを防ぐた
め、滅菌装置内の各部品の劣化の度合いを遅らせることが可能となる。
【０２６１】
　すなわち、ステップＳ８０３２の説明として上述されているように、滅菌装置１００の
抽出針動作制御部２０３（移動手段）は、同一のカートリッジで次の滅菌処理を行うべく
、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する場合には、カートリッジ内の
滅菌剤を抽出するために移動する抽出管の移動方向とは逆の方向（抽出管の挿入方向とは
逆方向）に抽出管を移動する。
【０２６２】
　ステップＳ８０３２では、ステップＳ７２７において所定回数の滅菌プロセスが実行さ
れ、滅菌処理で用いられる所定量の滅菌剤がステップＳ７０４又はステップＳ７２９にお
いてカートリッジから抽出されたことを条件に、ステップＳ８０３２において、抽出針動
作制御部２０３（移動手段）が、カートリッジから抽出管が抜き出されない位置であって
、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、抽出管が配置されるように抽出管を移動
する。
【０２６３】
　上述の通り、抽出針動作制御部２０３（移動手段）は、抽出管によりカートリッジ内の
滅菌剤を抽出する場合の、カートリッジに対する抽出管の位置（Ｓ７０２１に示される位
置）と、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行うべく、抽出管によるカートリッジ
からの滅菌剤の抽出を待機している場合の、カートリッジに対する抽出管の位置（Ｓ８０
３２に示される位置）とがそれぞれ異なるように、抽出管を移動する。
【０２６４】
　また、ステップＳ８０３３は、ステップＳ１１４と同じ処理であり、カートリッジ内に
残っている液体の滅菌剤の残量の全てを吸い取り、その全ての滅菌剤を分解処理して、滅
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菌装置１００の外に放出する、滅菌剤の排出処理を行う。
【０２６５】
　ステップＳ８０３３、又は滅菌剤分解装置２２２は、カートリッジの中の過酸化水素水
溶液を廃棄する廃棄手段の適用例である。すなわち、廃棄手段は、カートリッジの中の全
ての滅菌剤（例えば、過酸化水素を含む溶液）を、触媒（二酸化マンガン等）を利用して
、分解することにより廃棄する。
【０２６６】
　ステップＳ８０３３、又は滅菌剤分解装置２２２は、カートリッジから抽出された滅菌
剤を廃棄する。
【０２６７】
　ステップＳ８０３３の滅菌剤の排出処理の詳細は、図９を用いて、後で説明する。
【０２６８】
　そして、ステップＳ８０３３の処理を行うと、滅菌装置１００内のメモリ（記憶部）に
、既に滅菌剤の排出処理（廃棄処理）済みのカートリッジを識別するシリアル番号として
、ステップＳ１０１で読み取ったシリアル番号を記憶する。
【０２６９】
　このようにして、ステップＳ８０４以降の処理と並行して実行していた、ステップＳ８
０３１の処理、ステップＳ８０３３の処理、ステップＳ８０３２の処理が終了する。
【０２７０】
　次に、ステップＳ８０４以降の処理について説明する。
【０２７１】
　ステップＳ８０４では弁Ｖ（７）２２６を閉めて、気送真空ポンプ２２０による滅菌室
２１９内の吸引（真空引き）を引き続き行う（ステップＳ８０５）。これにより、滅菌室
２１９内が減圧される。
【０２７２】
　次に、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内が所定の気圧（５０Ｐａ）まで減圧されると
（ステップＳ８０６：ＹＥＳ）、弁Ｖ（７）２２６を開ける（ステップＳ８０７）。これ
により、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０で清浄された、滅菌装置１００の外の外気（空気
）が、滅菌室２１９内に吸い込まれる。これは、滅菌装置１００の外の気圧よりも滅菌室
２１９内の気圧の方が低いため、滅菌装置１００の外の外気（空気）が、滅菌室２１９内
に吸い込まれる。
【０２７３】
　そして、滅菌装置１００は、滅菌室２１９内の気圧が、大気圧まで上昇したかを判定し
、滅菌室２１９内の気圧が、大気圧まで上昇したと判定された場合（ステップＳ８０８：
ＹＥＳ）、ステップＳ８０４からステップＳ８０８の処理を所定回数（例えば、４回）行
ったかを判定し（ステップＳ８０９）、ステップＳ８０４からステップＳ８０８の処理を
所定回数（例えば、４回）行った場合は（ＹＥＳ）、弁Ｖ（７）２２６を閉めて（ステッ
プＳ８１０）、換気工程を終了する。
【０２７４】
　一方、ステップＳ８０４からステップＳ８０８の処理を所定回数（例えば、４回）行っ
ていない場合は（ＮＯ）、再度、ステップＳ８０４の処理から行う。
【０２７５】
　これにより、滅菌室２１９内の表面に付着している滅菌剤、及び、滅菌室２１９内に気
体として残っている滅菌剤を気送真空ポンプ２２０により吸引される。ここで吸引された
気体（滅菌剤を含む）は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１を通り、滅菌剤分解装置２２２
で滅菌剤は分解され、分解後の分子が外部に放出される。
【０２７６】
＜図９の説明＞
【０２７７】
　次に、図９を用いて、図４のステップＳ１１４、及び図８のステップＳ８０３３に示す
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滅菌剤排出処理の詳細処理の一例について説明する。
【０２７８】
　図９は、図４のステップＳ１１４、及び図８のステップＳ８０３３に示す滅菌剤排出処
理の詳細処理の一例を示す図である。
【０２７９】
　図９に示す各工程（処理）は、滅菌装置１００の演算処理部２０１により滅菌装置内の
各装置の動作を制御することにより行われる。
【０２８０】
　すなわち、滅菌装置１００の演算処理部２０１が読み取り実行可能なプログラムを実行
することにより、各装置の動作を制御して、図に示す各工程（処理）を実行する。
【０２８１】
　まず、滅菌装置１００は、抽出針動作制御部２０３を動作させ、カートリッジの底、又
は底近傍に抽出針２０３－Ａの先がくるように、抽出針２０３－Ａを移動する（ステップ
Ｓ９００）。
【０２８２】
　すなわち、演算処理部２０１は、抽出針２０３－Ａを用いてカートリッジ内の滅菌剤を
抽出するために、カートリッジ内の底、又は底近傍に抽出針２０３－Ａを移動するように
、抽出針動作制御部２０３を制御する。
【０２８３】
　具体的には、図１３に示すように、抽出針２０３－Ａの先が、カートリッジの底、又は
底近傍である所定の位置にくるように、抽出針動作制御部２０３を動作させることで、抽
出針２０３－Ａを移動する。
【０２８４】
　ここで、ステップＳ９００を実行する直前の段階で、抽出針２０３－Ａの先が、カート
リッジに挿入されていない場合には、抽出針２０３－Ａの先が、カートリッジの底、又は
底近傍である所定の位置にくるまで、抽出針２０３－Ａを下側に移動する。このとき、カ
ートリッジの開封部は抽出針２０３－Ａにより貫通している状態となる。
【０２８５】
　また、ステップＳ９００を実行する直前の段階で、抽出針２０３－Ａの先が、図１５に
示すように、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置で、かつカートリッジから抽出針
２０３－Ａが出ない位置（所定の位置）にある場合も、抽出針２０３－Ａの先が、カート
リッジの底、又は底近傍である所定の位置にくるまで、抽出針２０３－Ａを下側に移動す
る。
【０２８６】
　また、ステップＳ９００を実行する直前の段階で、抽出針２０３－Ａの先が、既に、カ
ートリッジの底、又は底近傍である所定の位置にある場合には、その状態を維持する。
【０２８７】
　このように、カートリッジの底、又は底近傍に抽出針２０３－Ａを移動することで、カ
ートリッジ内の液体の滅菌剤を、ステップＳ９０１で抽出することが可能となる。
【０２８８】
　次に、滅菌装置１００は、液送ロータリーポンプ２２３により、カートリッジ２０５内
の全ての液体の滅菌剤をポンプにより吸引して、液センサ２０４と液送ロータリーポンプ
２２３との間の導管を通して送られるその全ての滅菌剤を、液送ロータリーポンプ２２３
と排気蒸発炉２２４との間の導管を通して、排気蒸発炉２２４内に送る（ステップＳ９０
１）。
【０２８９】
　そして、滅菌装置１００は、排気蒸発炉２２４により、液送ロータリーポンプ２２３と
排気蒸発炉２２４との間の導管を通して送られる全ての液体の滅菌剤（排気蒸発炉２２４
内に溜められた滅菌剤）を、排気蒸発炉２２４に備え付けられたヒータにより加熱し、そ
の滅菌剤の全てを気化させる。そして、気化された滅菌剤は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２
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２１と排気蒸発炉２２４との間の導管を通して、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に送られ
る（ステップＳ９０２）。
【０２９０】
　ここで、排気蒸発炉２２４に備え付けられたヒータは、例えば、滅菌剤（過酸化水素）
の沸点（過酸化水素の沸点は１４１度）よりも高い温度に加熱されている。そのため、排
気蒸発炉２２４により、滅菌剤は全て気化されることとなる。
【０２９１】
　そして、滅菌装置１００は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１により、排気蒸発炉２２４
と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管を通り送られてくる気化された滅菌剤を清
浄し、清浄された気体（滅菌剤を含む）は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡフィ
ルタ２２１との間の導管を通り、滅菌剤分解装置２２２に送られる。
【０２９２】
　そして、滅菌剤分解装置２２２は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡフィルタ２
２１との間の導管から送られてくる気体に含まれる滅菌剤の分子を分解して、分解して生
成される分子を滅菌装置１００の外に放出する（ステップＳ９０３）。
【０２９３】
　次に、滅菌装置１００は、ステップＳ９０１で、カートリッジ２０５内の全ての液体の
滅菌剤を排気蒸発炉２２４に送ると、ステップＳ９０４において、抽出針動作制御部２０
３を動作させ、カートリッジに挿入されている抽出針２０３－Ａを、カートリッジから抜
き出すように、移動させる。
【０２９４】
　このように、抽出針動作制御部２０３（移動手段）は、ステップＳ８０３１において、
カートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅菌剤が入っていないと判定さ
れたことを条件に（ＮＯ）、ステップＳ８３３（図９）において、廃棄手段により、カー
トリッジに入っている滅菌剤を廃棄するために、抽出管を、カートリッジの底まで抽出管
を移動させ、当該移動された抽出管を用いてカートリッジ内の滅菌剤が抽出され（ステッ
プＳ９０１）、当該滅菌剤が抽出されたことを条件に、カートリッジ内から抽出管を抜き
出すように、抽出管を移動する（ステップＳ９０４）。
【０２９５】
　すなわち、演算処理部２０１は、ステップＳ９０１で、カートリッジに入っている滅菌
剤を廃棄するために、抽出針２０３－Ａを用いてカートリッジ内の全ての滅菌剤を抽出し
たことを条件に、カートリッジ内から抽出針２０３－Ａを抜き出すように、抽出針動作制
御部２０３を制御する。
【０２９６】
　このように、抽出針２０３－Ａを上側に動かして、抽出針２０３－Ａをカートリッジか
ら抜き出す。これにより、ロックを解除することができる。
【０２９７】
＜図１０の説明＞
【０２９８】
　次に、図１０を用いて、本発明に係る滅菌装置１００の濃縮炉２０８、弁（Ｖ１）２１
１、弁（Ｖ３）２１２、弁（Ｖ４）２１３、計量管２１４、弁（Ｖ２）２１５、気化炉２
１６、弁（Ｖ５）２１７、弁（Ｖ９）２２７のハードウエア構成に係るブロック構成につ
いて説明する。
【０２９９】
　図１０は、本発明に係る滅菌装置１００の濃縮炉２０８、弁（Ｖ１）２１１、弁（Ｖ３
）２１２、弁（Ｖ４）２１３、計量管２１４、弁（Ｖ２）２１５、気化炉２１６、弁（Ｖ
５）２１７、弁（Ｖ９）２２７のハードウエア構成に係るブロック構成図の一例を示す図
である。
【０３００】
　図１０に示す各ハードウエアは、図２に示す各ハードウエアと同一のハードウエアにつ
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いては、同一の符号を付している。
【０３０１】
　ステップＳ７０４、ステップＳ７２９で、液送ロータリーポンプ２０７を動作し、カー
トリッジ２０５内の滅菌剤を、所定量（例えば、２ミリリットル）吸い取り、吸い取られ
た所定量の滅菌剤を、濃縮炉２０８に入れる。
【０３０２】
　ステップＳ７０６では、濃縮炉２０８は、図１０に示すように、濃縮炉２０８の下部に
ヒータが設けられており、このヒータの熱により、滅菌剤が加熱される。滅菌剤が過酸化
水素水溶液の場合、このヒータの熱により、水が気化される。そして、気化した水は、気
送加圧ポンプ２０９から導管を通して送り込まれる空気により、排気用ＨＥＰＡフィルタ
２２１に導通している導管に押し出され、濃縮炉２０８内から排気される。これにより、
滅菌剤（過酸化水素水溶液）が濃縮される。
【０３０３】
　図７で説明した通り、ステップＳ７１０で、濃縮炉２０８内の滅菌剤は、計量管２１４
内に入る。
【０３０４】
　この計量管２１４は、図１０に示すように、直管部１００１と枝管部１００２とから構
成されている。
【０３０５】
　直管部１００１は、直線の管状の部分である。直管部１００１の管は、重力方向に配置
されている。
【０３０６】
　また、枝管部１００２は、直管部１００１の中間部又は上部から、枝状に延びた管状の
部分である。
【０３０７】
　直管部１００１は、直管部の軸心と、枝管部１００２の軸心とが垂直になる様に据え付
けられる。
【０３０８】
　このような構成にしているため、濃縮炉２０８から入ってきた滅菌剤は、計量管２１４
内の直管部１００１に溜まるように構成されている。直管部１００１に滅菌剤が溜まる部
分を滅菌剤溜まり部１００３と言う。
【０３０９】
　すなわち、滅菌剤溜まり部１００３は、濃縮炉２０８から入ってくる滅菌剤が入るため
に十分な空間を有する。
【０３１０】
　そのため、濃縮炉２０８から入ってきた滅菌剤は、滅菌剤溜まり部１００３に溜まり、
滅菌剤と共に濃縮炉２０８から入ってきた空気は、滅菌剤溜まり部１００３に溜まってい
る滅菌剤の空間以外の空間に、充満することとなる。すなわち、その滅菌剤の空間以外の
空間は、枝管部１００２内の空間でもり、枝管部１００２内の空間と通じた空間であるた
め、ステップＳ７１１で弁（Ｖ３）２１２と弁（Ｖ４）２１３とを開けることで、滅菌室
２１９内にその空気が吸い取られる。
【０３１１】
　そして、ステップＳ７１４で弁（Ｖ２）を開けることで、滅菌剤溜まり部１００３に溜
まっていた滅菌剤が、気化炉２１６に吸い込まれて、気化する。図１０に示すように、気
化炉２１６の上部から液体の滅菌剤が気化炉２１６に入ることで、滅菌剤が気化しやすい
。
【０３１２】
　また、吸気用ＨＥＰＡフィルタ２１０と気化炉２１６との間の導管は、図１０に示すよ
うに、気化炉２１６の上部に備え付けられている。そのため、ステップＳ７１９で弁（Ｖ
９）を開けると、空気（外気）が気化炉２１６の上部から、気化炉２１６の下部にある滅
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菌室２１９に抜けるため、気化炉２１６の内部に付着している滅菌剤、及び気化炉２１６
内の気化した滅菌剤を広範囲に取り除きやすくなり、その取り除いた滅菌剤をより多く滅
菌室２１９に流すことが可能となる。
【０３１３】
　次に、図１２、図１３を用いて、カートリッジ２０５、及びカートリッジ２０５に抽出
針２０３－Ａが挿入された様子について説明する。
【０３１４】
　図１２は、本発明に係る、滅菌装置に用いられる滅菌剤のカートリッジ２０５を横側か
ら見た図である。
【０３１５】
　図１２に示すカートリッジは、１つのボトルに滅菌処理を複数回行える量の滅菌剤が入
ったカートリッジである。
【０３１６】
　図１２に示すカートリッジには、滅菌剤として用いられる過酸化水素を含む薬液が入っ
ている。
【０３１７】
　図１２に示すように、カートリッジは、第１の容器と、その第１の容器の蓋とから構成
されている。
【０３１８】
　第１の容器の外観は、コップの形状をしている。また、この第１の容器の材質（材料）
は、滅菌剤である過酸化水素に対して耐性のあるポリプロピレン（プラスチック）である
。この第１の容器は、後述する第２の容器を保護するためにも設けられている。
【０３１９】
　蓋は、第１の容器の上側に第１の容器を閉じるため蓋である。すなわち、蓋は、第１の
容器の外周の淵と接着している。また、この蓋の材質は、滅菌剤である過酸化水素に対し
て耐性のあるポリプロピレン（プラスチック）である。
【０３２０】
　カートリッジの上側から見て、カートリッジの中心点でのカートリッジの断面を断面１
とする。
【０３２１】
　次に、図１３を用いて、カートリッジ内の滅菌剤を吸引するために、カートリッジの底
、又は底近傍まで抽出針２０３－Ａの先が挿入された際のカートリッジの内部の構造につ
いて説明する。
【０３２２】
　図１３は、カートリッジ内の滅菌剤を吸引するために、カートリッジの底、又は底近傍
まで抽出針２０３－Ａの先が挿入された際のカートリッジの断面１の断面図である。
【０３２３】
　滅菌装置１００が、抽出針２０３－Ａ（注射針）をカートリッジに向けて、該カートリ
ッジの上部（上側）から下部（下側）に降ろすように動作することで、蓋の穴、キャップ
の穴（開封部）に抽出針２０３－Ａ（注射針）が挿入される。
【０３２４】
　このとき、滅菌装置１００は、注射針が蓋の穴、キャップの穴を貫通し、第２の容器４
０９に下部に注射針の先端が来るように動作する。
【０３２５】
　図１３に示すように、ステップＳ１０３では、注射針をカートリッジの底、又は底近傍
まで挿入することで、カートリッジ内の滅菌剤を抽出することが可能となると共に、カー
トリッジを取り出すことが出来ないようにすることができる。
【０３２６】
　図１５は、カートリッジ内の、抽出針２０３－Ａの先端が滅菌剤に漬からない位置にく
るように移動された抽出針２０３－Ａにより、カートリッジの開封部が密栓されたカート
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リッジの断面１の断面図の一例を示す図である。
【０３２７】
　図１５は、図１３に比べて、抽出針２０３－Ａの先端が滅菌剤に漬からない位置にくる
ように抽出針２０３－Ａが上側に移動している。
【０３２８】
　これにより、カートリッジの開封部を密栓するため、大気中の物質（塵など）がカート
リッジ内に入ってくるのを防ぎ、また、抽出管が滅菌剤に触れないため、カートリッジ内
の液体の滅菌剤の分解の促進の度合いを遅らせることが可能となる。さらに、カートリッ
ジの開封部を密栓するため、滅菌装置内に気化した滅菌剤が流出することを防ぐため、滅
菌装置内の各部品の劣化の度合いを遅らせることが可能となる。
【０３２９】
［第２の実施の形態］
【０３３０】
　以下、図１４を用いて、本発明に係る滅菌装置における第２の実施の形態について説明
する。
【０３３１】
　第２の実施形態は、主に、第１の実施形態で説明した滅菌装置と異なる部分について説
明する。
【０３３２】
　図１４は、本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【０３３３】
　第１の実施形態で説明した滅菌装置１００には、濃縮炉２０８と排気用ＨＥＰＡフィル
タ２２１とが、直接、導通可能な導管が設けられていたが、第２の実施形態では、濃縮炉
２０８と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１とが、直接、導通可能な導管を設けていない。
【０３３４】
　そのため、第２の実施形態の滅菌装置１００では、図１４に示すように、濃縮炉２０８
と排気蒸発炉２２４とが導通可能な導管を設けている。
【０３３５】
　また、第１の実施形態で説明した滅菌装置１００には、排気蒸発炉２２４と排気用ＨＥ
ＰＡフィルタ２２１とが直接導通可能な導管が設けられていたが、第２の実施形態では、
排気蒸発炉２２４と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間に新たに滅菌剤分解装置２２８
を備えている。
【０３３６】
　滅菌剤分解装置２２８は、滅菌装置１００に取り付けられたカートリッジに入っている
滅菌剤を廃棄する本発明の廃棄部の適用例である。
【０３３７】
　すなわち、第２の実施形態の滅菌装置１００には、図１４に示すように、排気蒸発炉２
２４と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間に滅菌剤分解装置２２８を設けており、排気
蒸発炉２２４と滅菌剤分解装置２２８とが導通可能な導管、及び滅菌剤分解装置２２８と
排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１とが導通可能な導管を設けている。
【０３３８】
　第２の実施形態の滅菌装置１００は、上述した構成以外は、第１の実施形態の滅菌装置
１００と同一である。
【０３３９】
　すなわち、第２の実施形態の滅菌装置１００は、図１４に示す構成であるため、次のよ
うに制御される。
【０３４０】
　濃縮炉２０８は、液送ロータリーポンプ２０７から導管を通じて送り込まれた滅菌剤を
、ヒータを用いて加熱し、滅菌剤に含まれる水分などを蒸発（気化）させ滅菌剤を濃縮す
る。
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【０３４１】
　その気化した水は、気送加圧ポンプ２０９から導管を通して送り込まれる空気により、
濃縮炉２０８内から、排気蒸発炉２２４に導通している導管に押し出されることにより、
濃縮炉２０８内から排気される。
【０３４２】
　そして、濃縮炉２０８から、濃縮炉２０８と排気蒸発炉２２４とが直接導通している導
管を通り、排気蒸発炉２２４に入ってくる気体及び／又は液体（この液体は、濃縮炉２０
８で気化された気体が、濃縮炉２０８と排気蒸発炉２２４とが直接導通している導管内で
凝縮される液体である）は、排気蒸発炉２２４のヒータで再度加熱され、気体は、更に高
温となり凝縮し難くなる。また、凝縮した液体は、排気蒸発炉２２４のヒータで再度加熱
されることで気化する。そして、加熱された気体、及び／又は気化した気体は、排気蒸発
炉２２４から、排気蒸発炉２２４と滅菌剤分解装置２２８とが直接導通している導管を通
り、滅菌剤分解装置２２８に送られる。
【０３４３】
　そして、滅菌剤分解装置２２８には、滅菌剤分解装置２２２と同様に、滅菌剤を分解す
る触媒が設けられている。
【０３４４】
　そのため、気化した滅菌剤が排気蒸発炉２２４から滅菌剤分解装置２２８に送られると
、この触媒と、滅菌剤とが作用し、当該滅菌剤を分解する。
【０３４５】
　滅菌剤が、例えば、過酸化水素である場合、滅菌剤を分解する触媒は、例えば、二酸化
マンガンであるとする。この場合、滅菌剤分解装置２２８で、過酸化水素は、二酸化マン
ガンと作用して、水と酸素に分解される。
【０３４６】
　また、過酸化水素が水と酸素に分解される反応は発熱反応であるため、すなわち、過酸
化水素よりも水や酸素の方が、沸点が低いため、過酸化水素を含んだ気体は、滅菌剤分解
装置２２８内で、水や酸素に分解されると共に、更に加熱され、凝縮し難い状態の気体へ
と変換される。
【０３４７】
　そして、滅菌剤分解装置２２８で分解されることにより生成された水（気体の水）や酸
素（気体の酸素）を含む気体は、滅菌剤分解装置２２８と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１
とが直接導通している導管を通り、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１へと送られる。
【０３４８】
　ここで、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に送られた気体（例えば水や酸素）は、排気蒸
発炉２２４から滅菌剤分解装置２２８に送られた気体（例えば過酸化水素）よりも、沸点
が低く高温で凝縮し難い気体となっているため、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に送られ
る気体は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１で凝縮し難い状態となっている。そのため、排
気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に液化した液体が付着しにくくなっている。
【０３４９】
　排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は、液体を吸収すると、通気性が極端に低下し、排気用
ＨＥＰＡフィルタが正常に機能しなくなるおそれがある。
【０３５０】
　すなわち、例えば、液体を排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１が吸収した状態で、気送加圧
ポンプ２０９、又は気送真空ポンプ２２０を動作させた場合、排気用ＨＥＰＡフィルタ２
２１で空気づまりを起こし、排気用ＨＥＰＡフィルタが正常に機能しなくなるおそれがあ
る。
【０３５１】
　このような課題を解決するために、第２の実施形態の滅菌装置１００では、排気蒸発炉
２２４と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間に新たに滅菌剤分解装置２２８を備えてい
る。
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【０３５２】
　これにより、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に液化した液体が付着しにくくなり、排気
用ＨＥＰＡフィルタを正常に機能させることが可能となる。
【０３５３】
　第２の実施形態では、第１の実施形態で説明した滅菌剤排出処理（図９）の処理と一部
異なるため、図９を用いて、以下に説明する。
【０３５４】
　図９に示すステップＳ９００、及びステップＳ９０４は、第１の実施形態で説明した内
容と同一であるため、ここでは、説明を省略する。
【０３５５】
　滅菌装置１００は、ステップＳ９０１において、液送ロータリーポンプ２２３により、
カートリッジ２０５内の全ての液体の滅菌剤をポンプにより吸引して、液センサ２０４と
液送ロータリーポンプ２２３との間の導管を通して送られるその全ての滅菌剤を、液送ロ
ータリーポンプ２２３と排気蒸発炉２２４との間の導管を通して、排気蒸発炉２２４内に
送る。
【０３５６】
　排気蒸発炉２２４により、液送ロータリーポンプ２２３と排気蒸発炉２２４との間の導
管を通して送られる全ての液体の滅菌剤（排気蒸発炉２２４内に溜められた滅菌剤）を、
排気蒸発炉２２４に備え付けられたヒータにより加熱し、その滅菌剤の全てを気化させる
。そして、気化された滅菌剤は、滅菌剤分解装置２２８と排気蒸発炉２２４との間の導管
を通して、滅菌剤分解装置２２８に送られる。
【０３５７】
　ここで、排気蒸発炉２２４に備え付けられたヒータにより、滅菌剤は全て気化されるこ
ととなる。
【０３５８】
　そして、滅菌剤分解装置２２８は、滅菌剤分解装置２２８と排気蒸発炉２２４との間の
導管から送られてくる気体に含まれる滅菌剤の分子を分解して、分解して生成される分子
を排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１に送る（ステップＳ９０２）。
【０３５９】
　そして、滅菌装置１００は、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１により、滅菌剤分解装置２
２８と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管を通り送られてくる気化された滅菌剤
を清浄し、清浄された気体（滅菌剤を含む）は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡ
フィルタ２２１との間の導管を通り、滅菌剤分解装置２２２に送られる。
【０３６０】
　そして、滅菌剤分解装置２２２は、滅菌剤分解装置２２２と排気用ＨＥＰＡフィルタ２
２１との間の導管から送られてくる気体に含まれる滅菌剤の分子を分解して、分解して生
成される分子を滅菌装置１００の外に放出する（ステップＳ９０３）。
【０３６１】
　第１の実施形態において、滅菌装置１００にセットされたカートリッジ２０５内に余っ
た過酸化水素水水溶液を蒸発分解処理している最中に、例えば、ユーザが誤って主電源を
切ってしまった場合、気送加圧ポンプ２０９の動作が停止してしまいため、排気蒸発炉２
２４にて気化された過酸化水素の蒸気は、空気の流れがなくなり、排気蒸発炉２２４と排
気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管、及び、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１、及び
、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１と滅菌剤分解装置２２２の間の導管に滞留することにな
る。
【０３６２】
　その後、排気蒸発炉２２４と排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１との間の導管、及び、排気
用ＨＥＰＡフィルタ２２１、及び、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１と滅菌剤分解装置２２
２の間の導管に滞留した過酸化水素の蒸気は周囲の温度により冷やされ結露するおそれが
ある。
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【０３６３】
　そのため、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１は水分を含むと通気性が極端に低下し、また
破れやすくなる。この状態で気送真空ポンプ２２０、及び気送加圧ポンプ２０９を動作さ
せた場合、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１で空気づまりを起こし、圧力に耐え切れなくな
った排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１が破れるおそれがある。
【０３６４】
　このような第１の実施形態における課題を、第２の実施形態が解消することが可能とな
る。
【０３６５】
　すなわち、滅菌剤分解装置２２８を、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１と排気蒸発炉２２
４との間に設け、濃縮炉２０８から排気蒸発炉２２４に送られている滅菌剤、及び、カー
トリッジ２０５内に余っている滅菌剤を吸い取り排気蒸発炉２２４に送られてくる滅菌剤
を、滅菌剤分解装置２２８で分解することで、排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１で滅菌剤が
液化し難くなり排気用ＨＥＰＡフィルタ２２１の製品寿命、及び、滅菌装置１００の製品
寿命を延ばすことが可能となる。
【０３６６】
　また、第１の実施形態、及び第２の実施形態では、図７のステップＳ７０２１でカート
リッジの底、又は底近傍に抽出針２０３－Ａを移動させ、図７のステップＳ７０４、ステ
ップＳ７２９で、カートリッジ内の液体の滅菌剤を抽出し、図８のステップＳ８０３２で
、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置で、かつ、カートリッジの開封部を密栓する
位置（図１５）に、抽出針２０３－Ａを移動することを説明したが、図７のステップＳ７
０４、ステップＳ７２９で、カートリッジ内の液体の滅菌剤を抽出するときに、カートリ
ッジの底、又は底近傍に抽出針２０３－Ａを移動させ、カートリッジ内の液体の滅菌剤を
抽出し、抽出後すぐに、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置で、かつ、カートリッ
ジの開封部を密栓する位置（図１５）に、抽出針２０３－Ａを移動するように制御するこ
ともできる。
【０３６７】
　以上、本発明によれば、１つのボトルに複数回分の滅菌が行える量の滅菌剤が充填され
たカートリッジに、抽出管を挿入して、１回分の量の滅菌剤を当該カートリッジから抽出
し、当該抽出された滅菌剤を用いて滅菌処理を行う仕組みにおいて、当該抽出管が挿入さ
れるカートリッジ内の滅菌剤の分解を遅らせ、十分な滅菌効果を得ることが出来る滅菌処
理を行うことができる期間が短くなり難くすることが可能となる。
【０３６８】
［第３の実施の形態］
【０３６９】
　以下、図１６を用いて、本発明に係る滅菌装置における第３の実施の形態について説明
する。
【０３７０】
　第３の実施形態は、主に、第１の実施形態で説明した滅菌装置と異なる部分について説
明する。
【０３７１】
　図１６は、本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【０３７２】
　第１の実施形態で説明した滅菌装置１００に、ステージ２０６ｂおよびステージ可動制
御部２０６ａを追加し、抽出針動作制御部２０３を除外した。
【０３７３】
　ステージ２０６ｂは、ＲＦＩＤリーダーライタ２０６と一体化しており、カートリッジ
は、この上に置いて使用される。また，ステージ２０６ｂはステージ可動制御部２０６ａ
により、上下に移動させることができる。
【０３７４】
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　すなわち、第１の実施形態では、抽出針動作制御部２０３の制御により、抽出針をカー
トリッジに挿入していたが、第３の実施形態では、抽出針動作制御部２０３の制御に替わ
って、ステージ可動制御部２０６ａにより、ステージ２０６ｂを上に移動させて、カート
リッジに固定の抽出針を挿入させる。
【０３７５】
　第３の実施形態の滅菌装置１００は、上述した構成以外は、第１の実施形態の滅菌装置
１００と同一である。
【０３７６】
　すなわち、第３の実施形態の滅菌装置１００は、図１６に示す構成であるため、次のよ
うに制御される。
【０３７７】
　滅菌装置１００は、図１１に示す画面を表示部１０２に表示して、ボタン１１０２が押
下され、カートリッジ取付用扉１０１を開ける場合、ステージ２０６ｂは下方向に可動し
た後、カートリッジ取付用扉１０１のロックを解除する処理を行う。これによりカートリ
ッジを１０１にセットすることが可能となる。
【０３７８】
　第１の実施の形態では、抽出針２０３を下降させ、カートリッジに抽出針を挿入するが
、これらを行うステップにおいて、第３の実施の形態では、抽出針の挿入の代わりに、ス
テージ２０６ｂを上方向に動作させ、カートリッジに抽出針を挿入させる。
【０３７９】
　このときのステージ２０６ｂの上方向への移動量は、第１の実施の形態で説明した、抽
出針２０３を下降させ、カートリッジに抽出針を挿入する移動量と同一である。
【０３８０】
　また、第一の実施の形態において、カートリッジから抽出針を抜き出すステップや、カ
ートリッジから抽出針を上方向に上昇させ、カートリッジ内の、滅菌剤に漬からない所定
の位置に抽出針２０３－Ａを移動するステップにおいて、抽出針２０３を上昇させている
。
【０３８１】
　第３の実施の形態では、抽出針２０３を上昇させる代わりに、ステージ２０６ｂを下方
向に移動させる。このステージの移動量は、第１の実施の形態で移動させている抽出針の
移動量と同一である。
【０３８２】
　このように、第３の実施形態では、第１の実施の形態での抽出針の移動の代わりに、ス
テージ２０６ｂを移動させるように、読み替えることで説明される。
【０３８３】
　すなわち、滅菌剤が入っているカートリッジから滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅
菌装置１００は、カートリッジから滅菌剤を抽出する抽出管（抽出針２０３－Ａ）と、抽
出管によりカートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合の、カートリッジに対する抽出管の位
置と、同一のカートリッジで次の滅菌処理を行うべく、抽出管によるカートリッジからの
滅菌剤の抽出を待機している場合の、カートリッジに対する抽出管の位置とがそれぞれ異
なるように、カートリッジを移動する移動手段（２０６ａ）とを備えている。
【０３８４】
　そして、この移動手段は、抽出管によりカートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当
該カートリッジを、カートリッジ内の滅菌剤を抽出管により抽出する位置に移動し、同一
のカートリッジで次の滅菌処理を行うべく、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の抽
出を待機する場合には、カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動するカートリッジ
の移動方向とは逆の方向にカートリッジを移動する。
【０３８５】
　また、この移動手段は、抽出管によりカートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該
抽出管が前記カートリッジに挿入されるように前記カートリッジを移動し、当該挿入され
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た抽出管によりカートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、カートリッジから抽
出管が抜き出されない位置であって、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、抽出
管が配置されるようにカートリッジを移動する。
【０３８６】
　また、この移動手段は、ステップＳ８０３１において、カートリッジ内に、滅菌処理を
行うために必要な所定量の滅菌剤が入っていると判定されたことを条件に（ＹＥＳ）、同
一のカートリッジで次の滅菌処理を行うべく、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の
抽出を待機する場合の位置に、カートリッジを移動する。
【０３８７】
　また、この移動手段は、ステップＳ８０３１において、カートリッジ内に、滅菌処理を
行うために必要な所定量の滅菌剤が入っていないと判定されたことを条件に、カートリッ
ジ内から抽出管を抜き出すように、カートリッジを移動する。
【０３８８】
　また、滅菌装置１００は、カートリッジから抽出された滅菌剤を廃棄する廃棄手段（滅
菌剤分解装置２２２又は図９）を更に備え、この移動手段は、廃棄手段により、カートリ
ッジに入っている滅菌剤を廃棄するために、抽出管を用いてカートリッジ内の滅菌剤が抽
出されたことを条件に、カートリッジ内から抽出管を抜き出すように、カートリッジを移
動する。
【０３８９】
　以上、本発明によれば、１つのボトルに複数回分の滅菌が行える量の滅菌剤が充填され
たカートリッジを乗せたステージを上下に移動することにより、抽出管を挿入して、１回
分の量の滅菌剤を当該カートリッジから抽出し、当該抽出された滅菌剤を用いて滅菌処理
を行う仕組みにおいて、当該抽出管が挿入されるカートリッジ内の滅菌剤の分解を遅らせ
、十分な滅菌効果を得ることが出来る滅菌処理を行うことができる期間が短くなり難くす
ることが可能となる。
【０３９０】
［第４の実施の形態］
【０３９１】
　以下、図１７を用いて、本発明に係る滅菌装置における第４の実施の形態について説明
する。
【０３９２】
　第４の実施形態は、主に、第１の実施形態で説明した滅菌装置と異なる部分について説
明する。
【０３９３】
　図１７は、本発明に係る滅菌装置のハードウエアの構成の一例を示す図である。
【０３９４】
　第１の実施形態で説明した滅菌装置１００に、タンク２０５ａ、タンク用抽出針動作制
御部２０３ａ、タンク用抽出針２０３ｃ、タンク用液センサ２０５ｂ、タンク用送液ロー
タリーポンプ２０５ｃを追加した。
【０３９５】
　タンク用抽出針動作制御部２０３ａによりタンク用抽出針２０３ｃをタンク２０５ａに
挿入するように移動させ、タンク用送液ロータリーポンプ２０５ｃを動作させて、カート
リッジ２０５から抽出管（抽出針２０３－Ａ）を介してカートリッジ内の滅菌剤を抽出す
る。
【０３９６】
　そして、タンク用液センサ２０５ｂにより滅菌剤がカートリッジ２０５から抽出された
ことを確認して、タンク２０５ａに、カートリッジから吸い出された滅菌剤を貯蓄する。
【０３９７】
　すなわち、第１の実施形態では、抽出針動作制御部２０３による抽出針２０３－Ａの移
動により、カートリッジの密栓を維持していたが、第４の実施形態では、タンク用抽出針
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動作制御部２０３ａによるタンク用抽出針２０３ｃの移動により、タンク２０５ａの密栓
を維持する。
【０３９８】
　第４の実施形態の滅菌装置１００は、上述した構成以外は、第１の実施形態の滅菌装置
１００と同一である。
【０３９９】
　すなわち、第４の実施形態の滅菌装置１００は、図１７に示す構成であるため、次のよ
うに制御される。
【０４００】
　第１の実施形態では、滅菌処理の都度にカートリッジから滅菌剤を抽出していたが、第
４の実施形態では、滅菌処理を実行する前に（事前に）、カートリッジ内の滅菌剤の全て
を抽出してタンク２０５ａ内に貯留する。
【０４０１】
　そして、第１の実施の形態で抽出針２０３を下降させるステップにおいて、第４の実施
形態では、タンク用抽出針２０３ｃを下降させる。また、このタンク用抽出針２０３ｃを
下降させる移動量は、第一の実施形態で記載した抽出針２０３を下降させる移動量と同一
である。
【０４０２】
　また、第１の実施形態で抽出針２０３を上昇させるステップにおいて、第４の実施形態
ではタンク用抽出針２０３ｃを上昇させる。また、このタンク用抽出針２０３ｃを上昇さ
せる移動量は、第１の実施形態で記載した抽出針２０３を上昇させる移動量と同一である
。
【０４０３】
　すなわち、第１の実施形態では、カートリッジ２０５に対して抽出針２０３を下降又は
上昇させることにより、カートリッジを密栓していたが、第４の実施形態では、タンク２
０５ａに対して抽出針２０３ｃを下降又は上昇させることにより、タンクを密栓する。
【０４０４】
　このように、第４の実施形態では、第１の実施の形態での抽出針２０３－Ａの移動の代
わりに、抽出針２０３－Ａを移動させるように、読み替え、さらに、第１の実施の形態で
の滅菌剤の抽出対象としてのカートリッジ２０５を、滅菌剤の抽出対象としてのタンクに
読み替えることで、説明される。
【０４０５】
　以上、本発明によれば、カートリッジより抽出した滅菌剤を貯蔵するタンク内の滅菌剤
に対して、タンク用抽出針制御部の制御によりタンク用抽出針を挿入して、１回分の量の
滅菌剤を当該タンクから抽出し、当該抽出された滅菌剤を用いて滅菌処理を行う仕組みに
おいて、当該抽出管が挿入されるタンク内の滅菌剤の分解を遅らせ、十分な滅菌効果を得
ることが出来る滅菌処理を行うことができる期間が短くなり難くすることが可能となる。
［第５の実施の形態］
【０４０６】
　以下、図１７を用いて、本発明に係る滅菌装置における第５の実施の形態について説明
する。
【０４０７】
　第５の実施形態は、主に、第４の実施形態で説明した滅菌装置と異なる部分について説
明する。
【０４０８】
　第４の実施形態では、タンク用抽出針動作制御部２０３ａの制御により、抽出針をタン
クに挿入していたが、第５の実施形態では、タンク用抽出針動作制御部２０３ａの制御に
替わって、タンクの下部に設けられたタンクを支えるステージの上下を移動させるステー
ジ動作制御部により、当該ステージを上に移動させて、タンクに、固定の抽出針を挿入さ
せる。
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【０４０９】
　すなわち、第３の実施形態では、カートリッジの下部のステージを上下させることによ
り、カートリッジに、固定の抽出針を挿入させていたが、第５の実施形態では、タンク２
０５ａの下部のステージを上下させることにより、タンク２０５ａに、固定の抽出針を挿
入させる。
【０４１０】
　第５の実施形態の滅菌装置１００は、上述した構成以外は、第１の実施形態の滅菌装置
１００と同一である。
【０４１１】
　このように、第３の実施形態では、第１の実施の形態での抽出針の移動の代わりに、ス
テージ２０６ｂを移動させるように、読み替えることで説明される。
【０４１２】
　このように、第５の実施形態では、第３の実施の形態でカートリッジを置くためのステ
ージ２０６ｂを移動させる代わりに、タンクを置くためのステージを移動させるように、
読み替えることで説明される。また、このステージの上下の移動量は、第３の実施形態と
同一である。
【０４１３】
　以上、本発明によれば、１つのタンクに複数回分の滅菌が行える量の滅菌剤が充填され
たタンクを乗せたステージを上下に移動することにより、抽出管を挿入して、１回分の量
の滅菌剤を当該タンクから抽出し、当該抽出された滅菌剤を用いて滅菌処理を行う仕組み
において、当該抽出管が挿入されるタンク内の滅菌剤の分解を遅らせ、十分な滅菌効果を
得ることが出来る滅菌処理を行うことができる期間が短くなり難くすることが可能となる
。
【０４１４】
　すなわち、第４の実施の形態、第５の実施形態に上述されているように、滅菌剤が貯留
されているタンク（２０５ａ）から滅菌剤を抽出して対象物を滅菌する滅菌装置１００は
、タンクから滅菌剤を抽出する抽出管（２０３ｃ）と、この抽出管によりタンク内の滅菌
剤を抽出する場合の、タンクに対する抽出管の位置と、同一のタンクで次の滅菌処理を行
うべく、抽出管によるタンクからの滅菌剤の抽出を待機している場合の、タンクに対する
抽出管の位置とがそれぞれ異なるように、抽出管、又はタンクを移動する移動手段（２０
３ａ、又はタンクを支持するステージ）と、を備える。
【０４１５】
　また、移動手段は、抽出管によりカートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該抽出
管、又はタンクを、カートリッジ内の滅菌剤を抽出管により抽出する位置に移動し、同一
のカートリッジで次の滅菌処理を行うべく、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の抽
出を待機する場合には、カートリッジ内の滅菌剤を抽出するために移動する抽出管、又は
タンクの移動方向とは逆の方向に抽出管、又はタンクを移動する。
【０４１６】
　また、この移動手段は、抽出管によりカートリッジ内の滅菌剤を抽出する場合に、当該
抽出管がカートリッジに挿入されるように抽出管、又はタンクを移動し、当該挿入された
抽出管によりカートリッジ内の滅菌剤が抽出されたことを条件に、カートリッジから抽出
管が抜き出されない位置であって、カートリッジ内の滅菌剤に漬からない位置に、抽出管
が配置されるように抽出管、又はタンクを移動する。
【０４１７】
　また、滅菌装置１００は、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の抽出結果に基づい
て、抽出管により滅菌剤が抽出された後のカートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要
な所定量の滅菌剤が入っているかを判定する判定手段（Ｓ８０３１）を更に備え、移動手
段は、判定手段により、カートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要な所定量の滅菌剤
が入っていると判定されたことを条件に、同一の前記カートリッジで次の滅菌処理を行う
べく、抽出管によるカートリッジからの滅菌剤の抽出を待機する場合の位置に、抽出管、
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【０４１８】
　また、移動手段は、判定手段により、カートリッジ内に、滅菌処理を行うために必要な
所定量の滅菌剤が入っていないと判定されたことを条件に、カートリッジ内から抽出管を
抜き出すように、抽出管、又はタンクを移動する。
【０４１９】
　また、滅菌装置１００は、カートリッジから抽出された滅菌剤を廃棄する廃棄手段（滅
菌剤分解装置２２２又は図９）を更に備え、移動手段は、廃棄手段により、カートリッジ
に入っている滅菌剤を廃棄するために、抽出管を用いてカートリッジ内の滅菌剤が抽出さ
れたことを条件に、カートリッジ内から抽出管を抜き出すように、抽出管、又はタンクを
移動する。
【符号の説明】
【０４２０】
１００　滅菌装置
１０１　カートリッジ取付用扉
１０２　表示部
１０３　印刷部
１０４　滅菌室の扉
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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